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μ 介護保険料等各種保険料(税)の

年金からの特別徴収について

血

、..-1
【業務管理部業務間整グループ】

現在、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険及び住民税(以下「介護保険等J

という。)各種保険料(税)の年金からの特別徴収は、各市町村からの依頼に基づき実施し

ています。ここでは大まかな年間処理スケジュールや基本的な照会画面についての情報を

掲載いたしますので、各市町村及びお客様からの照会時の参考として下さい。

保険料(税)の特別徴収の基本的な事務処理の流れ図

年金聖給植者
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1.年次処理

(1)対象者抽出 (4月下旬~5 月上旬)

毎年、 4月にH本年金機構にて特別徴収対象者を抽出し、経由機関(住民税以外:国

民健康保険中央会・国民健康保険連合会、住民税:地方税電子化協議会)を通じて各市

町村へデータを回付します。送り先の市町村は 5月随時支払処理終了時の年金原簿上住

所の市町村となります。ただし、住所地特例該当者(※)は対象の市町村へデータを回

付します。

※ 介護保険施設等に入所することで住所変更したと認められる被保険者

0対象者抽出条件

・65歳以上で4月定期支払時に特別徴収の対象となる年金の支払いがあること。

(国民健康保険は 65歳以上75歳未満の方)

・特別徴収の対象となる年金の年額が 18万円以上あること 0

.年金の支払に対して担保設定がされていないこと。

国家公務員共済組合連合会(以下「国共済j という。)及び日本私立学校振興・共済事

業団(以下「私学共済j という。)でも同様に対象者を抽出しますが、機構で抽出した対

象者情報と突合し、特別徴収の優先順位の高い年金を抽出した上で各市町村へ回付しま

す。回付にあたっては機構を経由して行います。(特別徴収の優先順位表参照)

(2 )対象者特定・徴収依頼情報回付 (5 月下旬~7 月中旬)

対象者情報の回付を受けた市町村は、その対象者毎に特別徴収の「対象者Jとするか

「非対象者」とするかを審査します。「対象者」とする場合は「特別徴収する金額j も併

せて、その審査結果を徴収依頼情報として経由機関を経由して機構へ回付します。

(3)特別徴収開始・保険料納入

経由機関から回付された徴収依頼情報に基づき、 10月定期支払から翌年8月定期支

払の一年間、年金から保険料(税)の特別徴収を行います。特別徴収した各種保険料(税)

は定期支払月の翌月 10日までに市町村に納入します。

国共済及び私学共済にて支払う年金が特別徴収対象となった場合は徴収依頼情報を各

共済組合に展開し、各共済組合にて特別徴収処理を行います。

(4)地方公務員共済組合連合会について

地方公務員共済組合連合会においては国共済及び私学共済の様に機構を経由せず、独

自で特別徴収の一連の事務を行っております。その際に機構より対象者情報を提供し、

地方公務員共済組合連合会において特別徴収の優先順位の判断を行っております。
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2 月次対象者抽出処理

年の途中で新たに特別徴収対象となる年金の裁定が行われた方、市町村が変更となる住

所変更が行われた方及び75歳になられた方につきましては2か月に 1困対象者抽出処理

を行い、各市町村へデータを回付します。

(75歳になられた方の抽出は後期高齢者医療保険のみ。)

なお、住民税については介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険とは異なり、

月次の追加拍出はありません。

対象者データの回付を受けた市町村は年次処理と同様に特別徴収を行うかの判断の上、

その結果を機構へ回答することで、年の途中から特別徴収の開始が行なわれます。

対象者情報の抽出から特別徴収の開始時期に関しては以下の表のとおりです。

抽出時期 市町村への通知 年金保険者への依頼 特別徴収開始時期

6月 8月 10日まで
10月20日まで

(2月20日まで)

1 2月

(4月)

8月 10月 10日まで
1 2月20日まで 2月

(2月20日まで) (4月)

10月 1 2月 10 13まで 2月2013まで 4月

1 2月 2月 10日まで 4月2013まで 6月

2月 4月 10 13まで 6月2013まで 8月

6月及び8月抽出者は、市町村の判断で開始時期の選択が可能です。開始時期を4月と

する場合は括弧内のスケジュールとなりますが同一時期の通知に係る介護保険料・国民健

康保険料又は介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収開始時期は同時期にする必要

があります。

例) 8月抽出で介護保険料・国民健康保険料の対象者情報が抽出された場合

2月で介護保険料特別徴収開始、 4月で国民健康保険料特別徴収開始はできません。

2月か4月のどちらかに合わせて同じタイミングで依頼する必要があります。
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3.特別徴収原簿照会画面

年金から特別徴収を行っている方や特別徴収の対象者として市町村へ情報を回付してい

る方につきましては、窓口装置の特別徴収原簿照会画面より状況を確認することができま

す。ここでは、画面中央の原因コードについて、主なコードの内容を示します。

く画面表示例> (制度:共通 届出コード且 020 大区分:6 小区分:30) 

共通 特別徴収原簿記録回答県 園闘9
選択 届書コード 020大区分 6IJ、区分 30操作番号 9 999/999 

7~h't:XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX 基礎年金番号:9999-ω99ω 年金J-V:9999 X 
氏名:xXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 生年月日:X99. 99. 99 
仮徴日lnzz.ZZ9 10定期徴収:ZZZ.ZZ912.2定期徴収:ZZZ，ZZ9 年金額:ZZZ，ZZZ，ZZ9
郵番:999-9999 住所特例:9 XX9 特別徴収開始:X99.99.99XX X99.99.99 
住所:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

世完封、介穫*材料 後:ω 固:99
項番 処理日 改定日i原因l
Z9 X99. 99. 99 X99.ω. 9~ XX・xx~以X ZZZ，ZZ9 ZZZ.ZZ9 ZZZ，ZZZ，ZZ9 XX X 

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X 99. 99. 99 X XXXXX 
~xx-xxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l 開制州側xxxxx以XXXXXXXX削削xx削 XXXXX
Z9 X99.99.ωX99.99.9有 XX剖 ~XXNZZ.ZZ9 ZZZ.ZZ9 ZZZ.ZZ9 ZZZ.ZZZ.ZZ9 
Z9 X99.ω. 99 X99. 99. 9旬以-XX~XXX r原因コードの表示内容で、お客様の特別徴

Z9 X99. 99. 99 X99.99.崎XX..，以似xq収状況を確認することが可能です。

n X99.99 I XX-XX ~XXX 

(1)特別徴収対象者情報

原因コード 内 事

00-01 特別世収対象者(軒規者)
機構→市町村 特別世収対象者情報を市町村へ提供したもの.

00-02 特別徴眼対象者(継続者)

01-01 特別徴収依頼通知(対象者)
市町村が特別徴収対象者情報を畳けて、特別徴収の

01-02 特別徴収位額通知(住所地特例} 市町村→機構 依頼を行ったものーもしくは特別徴収を行わないと

01】 03特別徴収位頼通知(非対象者)
したもの.

01-09 特別徴収位額通知(未回事)
特別徴収対象者情報を市町村へ提供したが、図書が
無かったもの。
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原因コード 内 容

30-01 特別徴収追加対象者情報(新規者)
機構→市町村

新規裁定且住所聾買で新たな特別世収対象者として

30-02 特別徴収迫力1対象者情報(住所賓頁者) 市町村h 情報を提供しているもの。

31-01 特別徴収追加位頼情報(対象者)
市町村が特別世収追加対象者情報を畳けて、特別世

31目 02特別徴収泊加依頼情報(住所地特例) 市町村→機構 収の位輯を行ったもの.もしくは特別世阻を行わな

31日 03特別徴収追加依頼情報(非対象者)
いとしたもの。

31-09 特別徴収追加位輯情報(未回答)
特別世収追加対象者情報を市町村へ提供したが、回
害が無かったもの等.※

特別徴収対象者情報(原因コード00ー01・30ー01等)は市町村からの依頼情報

が回付されると一定期間後に原簿照会画面から消去されます。

※ 原因コード 31-09に関しては、未回答のほか再裁定のために依頼通知を収録出

来なかった場合にも表示されます。

(2)特別徴収結果情報

原因ヨード 内 容

22-01 特別徴収結果通知(失権) 原簿失権目取摘lとより特別世収不可となったもの.

22日 02特別徴収結果通知(蓋止) 年金差止により特別徴収不可となったもの.
機構→市町村

22-03 特別徴収結果通知(支払額不'JE)
支払額不且により特別徴収不可となったもの.
(支払保留 E 担保設定を宮tJ.) 

(3 )特別徴収具動通知情報

原因コード 内 容

41-01 資格喪失等通知(死亡)

41-02 資格喪失等通知(転出) それそ'れの理由により市町村から特別世収の中止を

41-03 責務喪失等通知{特別事情) 申し出てきたもの.

41-04 賢格喪失等通知(適用除外) 市町村→機構

61-00 仮植収額蜜豆通知 特別徴収する金額を賓更するもの

81-01 住所地特倒通知(苗当) 住所地特例該当者となったもの、及び住所地特嗣該

81-02 住所地特例通知[該当解除) 当者でなくなったもの.

資格喪失等通知のうち、死亡による中止依頼(原因コード41ー01)が市町村より回

付されてきた場合、受給権者原簿に対しでも支払保留2 (死亡の疑い:作成元 fESJ)が

設定されます。市町村より誤って死亡による中止依頼を回付したと連絡があった場合、対

応は業務管理部業務調整Gtこて行いますので市町村担当者には業務管理部業務調整Gをご

案内下さい。(市町村より顛末書を受領の上で支払G宛に保留解除の処理依頼を行います)

また、仮徴収額変更通知は6月・ 8月支払分に係る徴収保険料のみ可能となります。

(住民税は除きます)

au 



4. よくある質問

Ql.年金から介護保険等各種保険料(税)を特別徴収するのはどうしてですか。

A1田高齢者のほとんどの方が何らかの公的年金を受給していますので、年金から介護

保険等各種保険料(税)を特別徴収することにより、年金受給者の方々が個別に各

種保険料(税)を金融機関に納めに行かなくてもすみます。

また、市町村は住民の方々に個別の納付勧奨などを行なわなくても各種保険料(税)

を収納することができます。

こうしたことから、年金受給者の方々や市町村の負担を軽減できる仕組みとして

年金からの特別徴収が行なわれております。

※ 保険料(税)の徴収方法として特別徴収によることを規定している条文

-介護保険法第 131条

・国民健康保険法第76条の3

・高齢者の医療の確保に関する法律第107条

・地方税法第319条

Q2.年金から介護保険等各種保険料(税)を特別徴収されるのはどのような人ですか。

A2.介護保険等各種保険料(税)を年金から特別徴収する場合、年金の種類や年金額

によって一定の制限があります。なお、年金から介護保険等各種保険料(税)が特

別徴収される方には、市町村から各種保険料(税)を年金から特別徴収する旨のお

知らせを行なうこととなっております。

-介護保険料

6 5歳以上の方のうち、老齢もしくは退職(※1)、障害または死亡を支給事由とす

る年金を受給している方であって、年間の支給額が 18万円以上の方。

-国民健康保険料(税※ 2)

6 5歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職(※1)、障害または死亡を支

給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が 18万円以上の方。

-後期高齢者医療保険料 (※ 2) 

7 5歳以上の方もしくは 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当す

る方のうち、老齢もしくは退職(※ 1)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給

している方であって、年間の支給額が 18万円以上の方。
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-住民税 (※ 2) 

65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職(※1)を支給事由とする年金を受給し

ている方であって、年間の支給額が 18万円以上の方。

(※ 1)老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指します。

また、老齢厚生年金は特別徴収の対象とはなりません。

(※ 2)介護保険料が特別徴収されていることが前提条件となります。

Q 3.年金から特別徴収される介護保険等各種保険料(税)の金額はどのようにして決

まるのですか。

A3  年金から特別徴収される介護保険等各種保険料(税)の金額はお住まいの市町村

が決定します。(例えば、介護保険料の場合、厚生労働省が定めた基準額に基づき、

市町村が行う介護サービスの水準に応じて定めることとされています。)

詳しくはお住まいの市町村の各担当窓口にお問い合わせください。

Q4.年金は年額 18万円を超えているにも関わらず、市町村に対象者情報が回付され

ない方がいますがどうしてですか。

A4.以下の理由が考えられます。

O 特別徴収対象となる年金の支給額が年額18万円未満の方

老齢基礎・老齢厚生年金を受給されている方で老齢基礎・老齢厚生年金の合計額は

年額 18万円を超えているが、老齢基礎年金だけは年額が 18万円未満の場合は特別

徴収の対象者とはなりません。

これは特別徴収の対象となっている年金が老齢基礎年金であり、老齢厚生年金は特

別徴収対象外のためです。 (Q2の※ 1参照)

O 年金受給権を担保にして貸付を利用されている方(担保設定者)

特別徴収対象年金の年額が 18万円を超えていたとしても、福祉医療機構等で年金

受給権を担保にして貸付を受けていた場合、特別徴収対象から除外されます。

O 年金原簿の住所が住民票上の住所と相違している方

市町村への対象者情報提供の際には年金原簿の住所を基に判定を行います。そのた

め、通知受取等の都合で親戚等の住所や居所住所を設定される場合、正しい市町村に

対象者情報が提供されず、結果として特別徴収を行なう事ができません。

。。



特別徴収中のお客様から住所変更届を受領した際に、住民票上の市町村と異なる市

町村へ変更を行う場合には、お客様に特別徴収が中止となる旨をご説明ください。

o 4月定期支払時点で特別徴収対象となる年金の支払がない方

3月生まれの方によくあるケースですが、 3月生まれの方に 65歳からの老齢基礎

年金が支払われる場合は6月定期支払からとなるため、年次処理では対象者情報が回

付されません。 3月生まれの方は月次対象者抽出処理にて6月に抽出され、特別徴収

の開始は 12月定期支払もしくは翌年4月定期支払からとなります。

それ以外では過払い調整等の理由で4月定期支払処理にて特別徴収対象年金の支払

額がマイナスとなってじまった場合も年金の支払が無いとみなされ、対象者情報の回

付が行なわれません。また、この場合は月次対象者抽出処理でも抽出することができ

ないため、住所変更等の場合を除いて特別徴収の再開は少なくとも来年の 10月定期

支払処理まで行なわれません。

Q 5.市町村側が特別徴収の中止依頼を提出しましたが、特別徴収が中止されていませ

ん、どうしてですか。

A5 特別徴収の中止にあたっては各制度(介護・国保・後期・住民税)毎に提出して

頂く必要があります。一つの制度だけ提出しでも他の制度には連動しませんので、

特別徴収を止めたい制度には確実に中止依頼を提出していただく必要があります。

また、特別徴収を中止する場合、市町村は年金支払月の2か月前の月の 10日ま

でに依頼を提出して頂く必要があります。

例)平成 24年8月定期支払に係る特別徴収を中止したい場合。

→平成 24年6月10日までに特別徴収中止依頼を経由機関に提出。

Q6 今まで特別徴収されていたのに、特別徴収が止まってしまった方がいますと市町

村より照会がありましたがどうしてですか。

A6 以下の理由が考えられます。

O 年金受給権を担保にして貸付を利用し始めた方(担保設定者)

O 裁定取消等により現在支給中の原簿を取消した方

O 他年金選択・現況届未提出等の理由により全額支給停止状態となったため、定期

支払が行なわれなかった方
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O 減額改定により特別徴収不可となった方

特別徴収は各定期支払で市町村が設定した保険料額を天引きするものですが、優先

順位としては(介護保険料〉国民健康保険料・後期高齢者医療保険料〉住民税)とな

ります。そのため、以下のような事象が起こる可能性があります。

例) 減額改定により各期支払が 12万円→9万円

介護保険料且 3万円

後期高齢者医療保険料 2万円

住民税 :5万円

この場合、減額改定前であれば全て徴収可能ですが、減額改定後となると介護保険

料と後期高齢者医療保険料を引くと残り 4万円となり、住民税の金額を下回るために

特別徴収が止まります。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の特別徴収は継

続されます。

O 資格喪失等通知が市町村より提出されている方。

中止理由にある特別事情及び適用除外については、その情報を送付してきた市町村

しか国由は分かりません。また、死亡による中止依頼の場合は年金原簿に支払保留2

が設定されるため、これにより定期支払が保留されると資格喪失等通知を提出してい

ない制度の特別徴収も結果として中止となります。

Q7田市町村側が処理を誤って中止する必要がない方の特別徴収を中止してしまいまし

たが、特別徴収をすぐに再開することはできますか。

A7 すぐに再開することはできません。特別徴収が中止されると当該処理サイクノレの

期間 (10月定期支払~翌年日月定期支払)は再開できません。

Q8田市町村側が特別徴収依頼通知 (01ー 01・31-01等)をスケジューノレ通り

送ったが特別徴収が開始されませんでした、どうしてですか。

A8 以下の理由が考えられます。

O 対象者情報を市町村に回付後、特別徴収対象年金が全額停止となった方。

この事象には年金差止・担保設定も含みます。

nu 



O 特別徴収依頼通知の収録処理時に再裁定中である方。

O 他の市町村で特別徴収を継続中である方。

住所変更により月次対象者抽出処理の対象となった方に見受けられるケースです。

これは、変更前住所の市町村より転出による資格喪失等通知が提出されていないた

めに起きる事象です。

変更後住所の市町村より追加依頼情報 (31ー 01)が回付されてきても、変更前

住所の市町村にて特別徴収が継続中とみなされ、追加依頼情報が収録出来ないために

特別徴収を行うことができません。

Q9市町村側が住所地特例該当通知を提出したにも関わらず年次処理にて対象者情報

が回付されてこないとの照会がありました、どうしてですか。

A9目住所地特例該当通知を年次処理に間に合わせるには、市町村より当該通知を 3月

1 0日までに経由機関に提出する必要があります。それを過ぎると通常通りの年次

処理にて年金原簿上の市町村へ対象者情報を提供する事となります。

住所地特例該当通知が遅れて提出されたとしても、年次処理の対象者拍出に間に

合わなければ住所地特例該当市町村にて特別徴収が行なわれる事はありません。

また、住所地特例該当通知を受け入れるには特別徴収中であることが条件であり、

特別徴収が中止となっていると住所地特例扱いにできません。
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1 .年金給付(相談)事務に関するお知らせ

O 【指示・依頼】

年金機能強化法の公布に伴う脱退手当金の相談及び請求に関する対応

(平成 24年8月27日 給付指 2012-189 年相指 2012-76)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保証機能の強化等のための国民年金法の一部を

改正する法律(r年金機能強化法J)Jが平成 24年 8月22日に公布されたことに伴い、

お客様から「脱退手当金」の相談や請求があった場合の対応について、お知らせした

ものです。

O 【情報提供】年金機能強化法の公布に伴う留意事項

(平成 24年 8月28日事企情 2012-49)

年金機能強化法が公布されたと伴い、年金事務所等から多〈寄せられた問い合わせ

事項についての rQ&AJをお示ししたものです。

O 【指示・依頼】

「老齢年金支給繰下げ請求にかかる留意点」、「老齢年金繰下げ意思確認書」

の様式変更及び取扱いの変更

(平成 24年8月29日 給付指 2012-190 品管指 2012-117)

これまでお示ししていた「老齢年金の繰下げ意思確認」に関する取扱い(平成 23

年3月 31日 品管指 2011-45)について、年金事務所等から寄せられたご意見を踏

まえ様式等の変更を行ったことについて、お知らせしたものです。

O 【情報提供】年金給付に関する電子帳票ファイルの更新

(平成 24年 9月21日給付情 2012-131)

O 【情報提供】成年後見人等への送付先変更・管理口座への変更についての機構

ホームページ掲載 (平成 24年 9月26日 給付情 2012-135) 

O 【情報提供】平成 23年度税制改正の概要と帳票の様式変更等および復興財源確保法

の概要 (平成 24年 10月18日 給付情 2012-150)
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文書区分

要高重度 霊 緊急

O 

平成24年B月27日

給付指 2012-189

年相指 2012- 76 

年金機能強化法の公布に伴う脱退手当金の相談及び請求にかかる対応(指示 E 依頼)

本部 ブロッヲ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
事

係部関 理部管 徴部適

厚年 厚年

年国 年給 記録 突dロ~ 
適量 適量

徴量芸園 書塁
G G 

全 総務 年厚 G G G G 語 直年

O 。 。 。

富
社労士会

機富
ン
$1 

./1./ 

本部関係部

事業企画部、記録問題対策部

旦且ニ盤量
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」

(以下「年金機能強化法」という。)が平成24年B月22日に公布されたことに伴い、お客様から脱退

手当金の相談や請求があった場合の対応についてお願いするものです。

ポイント(内容)

O 今通常国会において「年金機能強化法」が成立し、平成24年8月22日に公布されました。

O これに伴い「国民年金任意加入者の保険料未納期間 (60歳以上の期間を除く。)Jの合算対象期間へ

の算入」または「受給資格期間の短縮」により年金の支給要件を満たす可能性があるお客様から脱退手

当金の相談や請求があった場合には、次のとおり対応するようお願いします。

① 日IJ添 1 r年金の「カラ期間」の取扱いを変更する法律が公布されました。」及び別添2 r受給資格

期間を短縮する法律が公布されました。」により今回の改正内容をよく説明してください。

② そのうえで、脱退手当金を請求するかどうかは、ご自身でよく判断していただきたいことを説明し

てください。

③ 老齢基礎年金の受給資格期聞を満たしていないお客様との相談においては、事後、トラブルとなら

ないよう、別添3 r年金受給要件に関する確認事項」により対応してください。

O なお、平成24年4月 18日 I給付指加12-901により発出した内容についても、別添2及び]jIJ添3

のとおり改訂しましたので、あわせて参照してください。

O また、年金相談マニュアル来訪編の様式集のうち別添3r年金受給要件に関する確認事項」及び別添

4 r年金をお受けになっていない方このような期聞はありませんか?Jについては、おって改訂の

うえお知らせする予定ですので、申し添えます。

。。ー



l 審査担当チエ同欄 ・i 
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I ，IlIJ lfi 1 

どういっ廷

内容なの?
」丸一ム ム
〈コ

CJ) 
〈コ

年金の「カラ期間勺の取扱いを変更する法律が公布されました。

過去に国民年金に任意加入をしたにもかかわらず、国民年金の保険
料が未納となっていた期間 (60歳以上の期聞を除きます。)につい
て、年金のカラ期間に算入とすることを盛り込んだ法律が公布されま
した。

仮に、この法律が予定通り施行されると、施行日以降、過去に国民
年金に任意加入をしたにもかかわらず、国民年金の保険料が未納とな
っていた期間についても、「年金を曳け取るために必要な期間(原則
25年)Jに含めることができるようになります。

桜『カラ期間J:正式に I~ r合算対車期間Jといい、

①サラリーマン由配偶者であった期聞のうち、昭和 61年a月までの国民年壷に加入して
いなかった期間

@海外に在住してUた期間{日本国籍を有する方が対車}
③学生で品った期聞のうち、平成3年3Jjまで由聞で国民年金に任意加入Lていなかった

期間

などがあります.(上記①-@Iま、 20偉以上 60最牢摘であった期聞が対車.l
Zれら白期聞があれば、『年金吾畏け取るために必要な期間Jに加算されます.

{ただし‘年金額にはE映されませんJ
事「カラ』期間I主、他にもあります由で、詳L..<は、年金事務所または樹角田年金相政センターへお問い
合わせ〈だ古い.

いつから始
まるの?

施行時期については、現時点では、具体的な日付は確定していませんが、遅

くとも平成 26年B月までには施行されることになります。

もっと詳レ〈
知りたい l

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
(1lttl>:/i叩whourel.mh Iw. go. jp/hourel/new/houre I/new. htmLl (r年壷局J在。リvヲして下さいJ

~公的年金制度の財政基盤及U毘恒保障機能の強化等の疋めの国民年金浩等由一剖在由正する活律問

@日本年金機構

E
U
 

1
 



I ~IJìñi 2 I 

受給資格期聞を短縮する法律が公布されました。

た

?
口
の

レ
な

う
容
・

ど
内

納付した保険料に応じた給付を行い‘将来無年金となる方

を少なくするため、老齢基礎年金の受給資格期聞を、現在の

25年から 10年に短縮する法律が、平成 24年8月、公布

されました。

この法律が予定通り施行されると、受給資格期聞が 10年

以上あれば、法律の施行日以降、年金を受け取ることが可能

となります。

税制抜本改革(消費税の引上げ等)の施行時期にあわせて

平成27年10月に施行される予定となっています。

もっと詳し〈
知りたい i 

詳じ苦は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

(htto:/八四w.mhlw.四.jp/selsakunltsulte/bunva/nenkln/nenklnD 

~r公的年金制度の同政基盤及び昆位保証機能の強it等のための国民年金法の一部在改正する法律J が公布されました~

@日本年金機構
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臣図
画E

年金受給要件に閲する確認事項

<相談者の情報> 確認項目にOを付すこと。
、..・..冒・・.....・E・・・.・・.周・・・・・..1....... 

基礎年金番号

お名前 ( I日姓名 生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日

20薦liJ通年月日/60鵠到連年月目 昭和・平成 年 月 日/昭和・平成 年 月 日

共済組合員期聞の有無/共済名 有・無 /共済名.

毘偶者の有無/基礎年金番号 有 無 / 

~ ~ 
樋姻期間

~ ~ 
年金受鎗のために必要とされる月敏 月 期間短縮特例の場合 月

くあなた自身について〉

1 .被保険者資格記録に違いはありますか.

厚生年金保険加入記録に違いがある

船員保険加入記録に違いがある

る

い

い

あ

は

は

ない

いいえ

いいえ

国民年金加入記録に違いがある はい いいえ

障害年金を受給したことがありますか。 はい いいえ

生活保護を受けたことがありますか. はい いいえ

「はい」の方は、その期間 (5. H 年月日~年月 日 )

2.昭和初年4月から昭和61年3月までの聞に、次の制度の蔓鎗権者だったことはありますか.

ア厚生年金保険イ船員保険ウ.各共済組合エ.恩給オ.執行官の年金カ.国会議員互助年金 i 

キ 旧令共済の年金 ク 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金 i 

ケ.戦傷病者戦没者遺族等援護年金(障害・遺族給付のみ)コ.未帰還者留守家族等援護年金(遺族給付のみ)

-該当しない

3.昭和36年3月以前の被用者年金制度の加入期間はありますか.

i ア.厚生年金保険 イ.船員保険

i ウ.各共済組合: 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ JR<国鉄>

NTT<電電公社>・ JT<専売公社>・農林漁業団体職員組合

i ・該当しない

4. 日本国籍を有し、昭和36年4月1日以降かつ60歳未満の期間で、海外に居住したことがありますか.

ある ない 「ある」の方は、その期間 (S• H 年月日~年月日)

5 海外居住期間に在住固の年金制度に加入したことはありますか. ある ない

「ある」の方は、(国名・ その期間 :5.H 年月日~年月日 )

6.昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの聞に沖縄に住んでいたことがありますか.

ある ない 「あるJの方は、その期間 (5 年 月 日 ~ 年 月日)

また、上記期間のうち沖縄の事業所に勤務したことはありますか. ある ない

「ある』の方は、(事業所名. その期間 :5 年 月 日~年月日)
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7 外国籍の方、または外国籍を持っていた方で、日本国舗の取得または永住許可を受けていますか.

ある ない 「ある」の方は、その期間 (S• H 年月日~年月日 )

8.圏全盛量・地方盛会盛且の期聞はありますか。 ある ない

「ある」の方は、(国会議員・地方議会議員 S• H 年月 日~年月 日)

9.昭和61年3月31日までの期間で、厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けたことがありますか.

(※ただし、昭和 61年4月1日以降65歳までに保険料納付済、免除期間を有していること。)

ある ない

10冒共済組合の退職一時金(昭和55年4月以前)を受けたことがありますか. ある ない

「ある」の方は、(共済組合名:

11.昭和36年4月1日から平成3年3月31固までの問、塾生であって20犠以上60歳未満の期間はありますか.

ある ない

12 次の項目に該当するものはありますか.

・旧令共済組合員の期間はありますか. ある ない

・小笠原諸島や奄美大島に住んでいたことがありますか. ある ない

・中国残留邦人に該当しますか. する しない

13 被用者年金制度の遺族給付の受給者だったことはありますか. ある ない

14.昭和61年4月1日以降の被用者年金制度の被保険者(加入者)の被扶養配偶者(または一定の年収未満の者)であった

20歳-59歳の期間のうち、国民年金第s号被保険者期間として保険料納付済期間に算入されていない期聞はありますか。

ある ない 『ある」の方は、その期間 (S. H年 月 日 ~ 年 月日)

15.国民年金に任意加入したことはありますか. (60歳以上の期聞を除きます.) ある ない

く年金の受給資格を満たさない方について〉

受給資格期間を 10年に短縮する法律が国会で成立したことについて説明を受けましたか。

はい いいえ

くあなたの毘偶者及び毘偶者であった方について〉

昭和36年4月から昭和61年3月までの聞で、あなたの配偶者及び配偶者であった方は、次の要件に該当しますか。

1 .被用者年金制度の加入者

ア.厚生年金保険 イ.船員保険

i ウ.各共済組合: 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ JR<国鉄>

NTT<電電公社>・ JT<専売公社>・農林漁業団体職員組合 i 
i ・該当しない

2.被用者年金制度の老齢又は陣寄給付の受給者

3.国会職員・地方融合識員であった期間

はい

はい

いいえ

いいえ

〈被保険者期間〉

固年(納付・免除)

月

庫年加入 船保加入 共済加入 合算対象 合 計

必要加入月蝕

月

月

月

月)

月 月

月

月
-
)月不足月敏

( )内は期間短縮特例に該当する場合の月数を記入すること

| I  (相談対応者)

生金重量亙豆盆
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l 決固来聞の慣に必ず樽してください | 

年金受給要件に閲する確寵事項

匝画

基礎年金番号

お名前 (旧姓名

くあなた自身について〉

1 .被保険者資格記録に違いはありますか。

厚生年金保険加入記録に違いがある

船員保険加入記録に違いがある

国民年金加入記録に違いがある

障害年金を受給したことがありますか。

生活保護を受けたことがありますか。

平成年月日

年金事務所担当

生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日

ある ない

lまL、 いいえ

lまL、 いいえ

はい いいえ

lま~\ いいえ

はい いいえ

「はい』の方は、その期間 (S. H 年 月 日~年 月 日)

2.昭和36年4月から昭和61年3月までの聞に、次の制度の受給権者だったことはありますか。

ア.厚生年金保険イ.船員保険ウ各共済組合エ思給オ.執行官の年金 z 

カ.国会議員互助年金 キ.旧令共済の年金 ク.地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金 E 

ケ.戦傷病者戦没者遺族等援護年金(障害・遺族給付のみ)コ.未帰還者留守家族等援護年金(遺族給付のみ)

.該当しない

3.昭和36年3月以前の被用者年金制度の加入期聞はありますか。

ア.厚生年金保険 イ.船員保険

ウ.各共済組合: 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ JR<国鉄>

NTT<電電公社>・ JT<専売公社>・農林漁業団体職員組合

-該当しない
r.................................且・a・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・・且・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・a・・・・・・・E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・......昼・・a・・・・・・・・・....................‘..・・...

4.日本国籍を有し、昭和36年4月1日以降かつ60歳未満の期間で、海外に居住したことがありますか。

ある ない 「ある』の方は、その期間 (S• H 年月日~年月日 )

5.海外居住期間に在住固の年金制度に加入したことはありますか。 ある ない

「ある」の方は、(国名: その期間 :S・H 年月日~年月日)

6.昭和36年4月1日から昭和45年3月31固までの聞に沖縄に住んでいたことがありますか。

ある ない 「ある」の方は、その期間 (S 年月日~年月日 )

また、上記期間のうち沖縄の事業所に勤務したことはありますか。 ある

「ある」の方は、(事業所名:
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7.外国籍の方、または外国籍を持っていた方で、日本国籍の取得または永住許可を受けていますか。

ある ない 「ある』の方は、その期間 (S. H年月日~年月日)

8.国会謹量・地方盛会謹且の期聞はありますか。

「ある」の方は、(国会議員・地方議会議員

ある ない

S • H 年月日~年月日)

9.昭和61年3月31日までの期間で、厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けたことがあります

か。(※ただし、昭和61年4月1日以降65歳までに保険料納付済、免除期間を有していること。)

ある ない

10.共済組合の退職一時金(昭和55年4月以前)を受けたことがありますか。

ある ない

「ある」の方は、(共済組合名:

11.昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの問、豊生であって20歳以上60歳未満の期間はあります

か。 ある ない

12.次の項目に該当するものはありますか。

-旧令共済組合員の期間はありますか。

-小笠原賭島や奄美大島に住んでいたことがありますか。

.中国残留邦人に該当しますか。

13.被用者年金制度の遺族給付の受給者だったことはありますか。

る
る
る

あ

あ

す

ない

ない

しない

ある ない

14.昭和61年4月1日以降の被用者年金制度の被保険者(加入者)の被扶養配偶者(または一定の年収

未満の者)であった20歳-59歳の期間のうち、国民年金第3号被保険者期間として保険料納付済期

間に算入されていない期聞はありますか。

ある ない 「ある」の方は、その期間 (S• H 年月日~年月 日)

15.国民年金に任意加入したことはありますか。 (60歳以上の期聞を除きます。) ある ない

く年金の受給資格を満たさない方について〉

受給資格期聞を 10年に短縮する法律が国会で成立したことについて説明を受けましたか。

はい いいえ

くあなたの毘偶者及び田備者であった方について〉

昭和36年4月から昭和61年3月までの聞で、あなたの配偶者及び配偶者であった方は、次の要件に該

当しますか。

1.被用者年金制度の加入者
....................・・・・・・E ・u・a・a・・・・・・・・・a・・・・・.........................................・・........................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冒..............................

7.厚生年金保険 イ目船員保険

ウ 各共済組合: 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合.J R<国鉄>

NTT<電電公社>・ JT<専売公社>・農林漁業団体職員組合

-該当しない

2.被用者年金制度の老齢又は障害給付の受給者 はい いいえ

3.国会韓民・地方蟻会犠員であった期聞 はい いいえ
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回亙ゴ

このう却はありま叩.

老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除さ

れた期間を合算して 25年の年金加入期間が必要です。しかしながら、これまで

の年金制度の変遷の中で国民年金に任意加入しなかったり、国民年金の被保険者

の対象となっていなかった、乙となどにより 25年を満たせない場合があります。

(注)生年月日により、 25年の年金加入期間がなくても受給できるととがあり

ます。

そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが

霊盤査強且盟主G-cみなす乙とができる盟理日tあり、この期間を「合算対怠期間」

といいます。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期

間が 25年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。

主な合算対象期間は次の期間です。※は 20歳以上 60歳未満の期間に限ります。

昭和61年4月1日以後の期間

ロ 1.日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間援

口 2.平成 3年3月までの学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しな
かった期関根

ロ 3 第 2号被保険者としての被保険者期間のうち 20歳未満の期間又は 60歳以上の期間

口 4.国民年金の任意加入期間滞のうち、保険料が未納であった期間

昭和36年4月1日から昭和61年3月31固までの期間
ロ 5.厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の阻偶者(夫または妻のことをいいま

す。また、婚姻の届出はしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含み
ます。以下同じです。)で国民年金に任意加入しなかった期間減

ロ 6.被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退
職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、
遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期問機

ロ 7目学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期開業

ロ 8. 昭和 36年4月以降の国会議員及びその配偶者であった期間減

口 9. 昭和 37年 12月以降の地方議会議員及びその配偶者であった期間務

ロ 10回日本国籍を~得した方、又は永住許可を受けた方の在日期間で、昭和 56 年 1 2月31 
日までの期関東

口 11 日本国籍を取得した方、又は永住許可を受けた方の取得・許可前の期間で、昭和 56
年 12月31日までの海外在住期間援

ロ 12. 日本人であって海外に居住していた期問機

ロ 13.厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和 61年4月から 65歳に達
する日の前月までの聞に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)

ロ 14. 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期開業

ロ 15目厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、 20歳未満の
期間また又は 60歳以上の期間

ロ 16共済組合が支給した退職一時金の計算の基礎となった期間のうち、保険料納付済期間
とみなされなかった期間

口 17 国民年金の任意加入期開業のうち、保険料が未納であった期間

昭和36年3月31日以前の期間
ロ 18.厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和 36年4月以後に公的年金加入期間が

ある場合に限る)
口 19. 共済組合の組合員期間(昭和 36年4月以後に引き続いている場合に限る)

合算対象期聞を呈開賜長俊民必要な書類は、.iIi匁費量豆費三皇室皇~
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12 

2 

7 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

15 

16 

19 

合算対象期聞を証明するために必要な書類
~合算対怠期間については、表面をご覧〈ださい~

-
海外居住期聞を証明できる決のいずれかの書頬• 戸籍の附票• 旅券法に規定する旅券(パスポート)の写• 滞在国が交付した居住証明書• 滞在国の日本領事館が交付した在留証明書

学生期聞を証明できる書類

• 在籍証明書(卒業証書は不可)

昭和61年3月以前の毘偶者の被用者年金の被保険者期聞を盟明できる次の全

ての書類• 配偶者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証
害等)• 婚姻期間を確認できる戸籍謄本• その共済組合が発行する「年金加入期間確認通知書」 (共済組合の期間に該当
する場合のみ)

国会鵡員の期聞を盟明でまき婚る姻書期類間
- 配偶者であった場合I を確認できる戸籍謄本

地方調配会偶鴇者員でのあ期っ聞を鉦明できる書類
- った場合は婚姻期間を確認できる戸籍謄本

日本国籍を取得した方

• 戸籍謄本若しくは抄本または戸籍記載事項証明書

永住許可を受けたことが確認できる次のいずれかの書傾

• 住民票の写• 旅券法に規定する旅券(パスポート)の写• 『在留カード」または「特別永住者証明書」等

共済組合の期間に該当する場合• その共済組合が発行する「共済期間確認通知書』

-22-



文書区分

平成24年8月28日

事企情 2012-49

重

報要告
要度高

急緊 l 

O 

年金機能強化法の公布に伴う留意事項(情報提供)

本部 ブロッヴ本部 事務セン告ー 年金事務所

富セ
部各 厚年 厚年

突合
適用課 適課用

情
社労士会 健話会 機種保

宛先 係部関 富管 相給部 適徴部 国年 給年 E録a 
徴課収 襲相童 :" G G 

告
全

厚! G G G G 議 き厚

。O 。。。O 。。O J J 

ポイン卜(肉容)

O 年金機能強化法の公布及びその概要については、平成24年8月23日【事企情 2012-481により

お示ししたところですが、施行日等に関して、年金事務所等から多くの問合せをいただいている事項

について、 Q&Aを別添のとおり取りまとめましたので、参考としてください。

O また、年金機能強化法による「国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入」または「受

給資格期間の短縮」により年金の支給要件を満たす可能性のあるお客様からの相談等の対応について

は、下記の指示依頼等によりお示ししていますので、参照のうえ、相談のやりとりの事跡巷残すなど

十分な対応存行っていただくようお願いします。

①平成24年B月28日[国年情 2012-1311

「後納制度に関するQ&Aの回答(追加 2) (情報提供)J

②平成24年B月27日【給付指 2012-1891[年相指 2012-761

「年金機能強化法の公布に伴う脱退手当金の相談及び請求にかかる対応(指示・依頼)J

③平成24年8月28日【固年情 2012-132][厚年情2012-153]

「年金機能強化法の改正内容に関するお客様からの相談等の対応(情報提供)J

【照会先】 【連絡先】

本部事業企画部事業企画G

担当目且宜i皇i、岩井、田中 03-5344-110咽・・・・・
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別添

施行日等に関するQ&A

(1) r遺族基礎年金の男女差解消」は平成26年4月(消費税引上げ第1

段階8%)、 「受給資格期間の短縮」は平成27年10月(消費税引上

げ第2段階10%)にそれぞれ施行されることとなっているが、いすれ

の施行日も確定したものと考えてよいか。

(回答〉

年金機能強化法の施行日は、 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の

抜本的な改革を行うだめの消費税法等の一部を改正する等の法律J(以下n肖
費税改正法」という。)の施行日と運動して規定されており、 「遺族基礎年

金の男女差解消」は、消費税引上げ第1段階の実施時期である平成26年4

月から、 「受給資格期間の短縮」は、消費税引上げ第2段階の実施時期であ

る平成27年10月から施行される旨が規定されています。

しかしながら、消費税改正法の施行については、同法附則第18条におい

て、「改正規定のそれぞれの施行目前に経済状況等を総合的に勘案した上で、

その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」旨が規定されていることから、

これにより消費税の引上げが停止された揚合には、年金機能強化法の施行に

ついても見直しが行われることになりますので、相談の対応に当たっては十

分留意して下さい。

【参考条文】

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律(抜粋)

附則
(施汗期日)
第一条 この法律は、平成三十六年四月一日から施行する伺ただし、次の各号に
掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及ひ湾七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の
規定公布の日

三 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定平成三十七年十月

二旦

(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条
(略)
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うと
ともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条
に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況
の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を
確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、そ
の施行の停止を含め所要の措置を講ずるの
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(2)以下の改正事項については、「公布の日から2年の範囲内で政令で定め

る日」に施行されることとなっているが、具体的にはいつ頃を憩定して

いるのか。

-産休期間中の保険料免除

-繰下げ支給の取扱いの見直し

・国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入

.障富年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和

・特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善

.未支給年金の請求範囲の拡大

・免除期間に係る保験料の取扱いの改善

.保険料免除に係る遡及期間の見直し

・{す加保険料の納付期限の延長

-所在不明高齢者に係る届出義務化

(回答〕

具体的には、諸般の事情を勘案したうえで、政令で定められることになっ

ていますので、現時点では、具体的な自信は確定していませんが、遅くとち

公布日(平成24年8月22日〉から2年を経過する平成26年8月までに

は施行されることになります。

(3)年金機能強化法の施行に伴い、事務処理はどう変わるのか。

(回答〕

年金機能強化法は公布されましたが、多くの部分が政令や省令で定められ

ることとされていることから、機構の事務処理が円滑に行えるよう、これら

の内容について厚生労働省年金局と調整を行いつつ、並行して事務処理内容

の詰めを行っているところであり、ある程度、具体的な事務処理内容が固ま

った段階で逐次情報提供させていだだきます。
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文書区分

i i霊

平成24年B月29日

給付指 2012-190 

品管指 2012-117 

『老齢年金支給繰下げ楕求にかかる注意点」、『老齢年金の繰下げ

意思確臨書」の様式変更及び取扱いの変更(指示圃依頼)

本部 ブロッヴ本部 事務セン告ー 年金事務所

i ?i i i 適徴部

年厚
厚年G 

年国 主E録E 合突 E 適露5 E 収課徴 高
露ia 日G 

G 白 G、 G 

01 1。 @ 。 1010

本部関係部

年金相鋭部、支払部

旦血二塾量
平成23年 3Fl 31日 I品管指 2011-451※『事務処理躍り耳発防止貨の徹底[その41r来齢年金の繰下

げ意思確認J(指示・依頼)により、「老齢年金支給繰下げ鯖求にかかる注意点J及び「老齢年金の繰下げ

意思確認書」の様式をお示ししていましたが、この度、練式の見直しを行うとともに、取扱いについても

変更しましたのでお知らせします。

ポイント{肉容1

1， ~草式(別添1)の主な変更点
O 様式をA3両国としました。

o r老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点』について

厚生年金基金又は企業年金迎合会〈基金等)から年金を受給されている方が、老齢厚生年金の支給

繰下げ請求を希望される場合、基金等の年金も合わせて繰下げとなることからち基金等の連絡先を追

院しました。

o r老齢年金の繰下げ意思確認書』の記入方法について

65歳からの老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰下げ請求に関する意思確認のため、次の①又は②の

うちいずれかを選択していただく形式としました。

① 65歳から支給を希望する

②年金請求書の提出時点においては請求を行わない(繰下げ待機)

※②の場合、 70歳までに請求する必要がありますので、鯖求忘れを防止するためにもJ年金請求書(械

式第 101号)J又は「老齢基礎(厚生)年金繰下げ時求書(様式第 235号)Jを窓口にて践すようにし

てください。

※ 繰下げ筒求とは、『請求日の属する月の翌月分から増額された年金の支給を請求すること(繰下げ待

機を希望することではない)Jであり、繰下げ請求の意思確認は『老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給

繰下げ申出書(様式第 103-1号)Jにより行います。
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2. r老齢年金の繰下げ意思確認書」の提出時期

o 65 歳以降に年金請求書(~量式第 101 号)または告ーンアラウンド年金請求書を提出するときに併せ
て、「老齢年金の繰下げ意思確認書」を提出していただくことになります。

「老齢年金の繰下げ意思確認書Jの主な提出時期については、別添2、3を参照してください。

3.その他

o r老齢年金の繰下げ意思確認書」は、法令の定めによるものではありません。肉容を説明することは

必要ですが、提出そのものを強制することはできません。提出を拒否された場合、担当者は①説明年

月日‘②説明者氏名、③拒否の経緯及び④聞き取りした繰下げ意思を『老齢年金の繰下げ意思確認書j

に明記し、請求書に添付しておいてください。

O 上記の様式変更は平成24年9月1日とし、業務処理要領(マニュアル)の改正は追って行います。

l 審査担当fl'~悶圃 l 照会先(事務処理誤りの再発防止に関する
こと)

本部品質管理部 品質管理G
担当矢口、上村
連絡先 (直通)
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照会先(様式 E マニュアJレI二関すること)

{様式関係)
本部年金給付郁給付企画G
担当直盟 三、中村
連絡先 直亙7

(マニュアル関係}
本部年金給付部給付指導G
担当松村
連絡先 (直通}



老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点、

|i 繰下げで宮るのは‘他年金の捌が発生するまでの闘です|

65起に遣した白から66歳に逮した固までの聞に、遺族基礎年金、障害基礎年金(老齢厚生年金

の繰下げの場合は、障害基礎年金を除()もしくは厚生年金保険や共詩組合など被用者年金各法

による年金〈老齢・退職給付を除く.昭隅61年改正前の旧法による年金を含む.)を受ける権利が

ある場合1;1:.繰下げ罰求をすることはできません。

Z 他年金の祖利が発生したら、すみやかに年金の笥求手続宮を行ってください

白旗に還した目より後に他の年金を更ける権利ができた場合1<1:.その年金を受ける権利ができ

た時点で増覆率が固定されますa この場合‘ 65歳からの本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年

金をさかのぼって鯖来するか、増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の脂求を

するかを選択できます.ただい平成17年3月31日以前に他の年金を受ける権利がある場合は老

l 齢基礎年金の繰下げ崩求はできません。

れ3

∞ 
11 
3 繰下げ請求[立、老齢基縫年金の権i~:明生から1年以上待ちましょう

65維に還した回以後に年金の受け取りに必要な加入期闘を菰たして老齢器礎津金を受ける権利

がで音た方で、繰下げ簡潔を予定している場合は、その密ける権利ができた日か""年を経過した

目より後に繰下11街求ができます.

I4甜厚生年在捕時金日れぞれ時下判明世ます|

昭和17年4月Z日以降生まれの方(平成19~科月1 回以降に老齢厚生年金を畏ける権剥ができた方

を含む.)1;1:.老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々の希望月で課下げできます。

|5 加慨は、繰下げしても増額されません|

加給年金額団偶者加給年怠子の加給年金〕及ぴ旗管加算額1;1:.繰下げしても増額されませ

ん.また、繰下11脊槌期間中l立、加給年金部分及び振笹加算部分のみを受けることはできません。

別窓1

6 繰下11窃求の翠月分から年金をお支払[;¥.繰下げ待機は最大70歳までとなります

繰下げによる年金f弘蹄求古札た月の翌月分からの支払いとなります.70抱到苦~ (題生自の前

日】貝亭摘ぎての繰下11腎求1;1:..霜'>lt時期にかかわらず7Q措到建時点の地担率とな石た札 70担

割軍用よ句持に荷求が有われでも、それJ<.l上に年金舗が却額されることはなく‘書宇請求月以前

白茸骨についてもきかのぼっで宝私わ九ないことkなり主すa 品ず70歳到醤周言でに積立して〈

主主主L

7 r繰下げによる増額爾求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらか一方を

選択できます

結円FI1蹄求をせず、 66語以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金圭請求することもできま

す。 70推到謹 f笹生自の前回】且より後に65提時に古かのぼった翻求が拝わ札ると‘時効により

年金が宣払われたし、部掛が発生し害す骨必ず70抱盟運用Iまでに智求して〈戸主し、内

18 会下[1鯖加、臨が帥つ市ことはで吉ません 1 

探下げ待機中に亡〈なられた場合で、遺族の方市与の未支給請求が可能な場合は、 65旗の本来

暗求で年金決定されたうえで宋支結年金として支払われます.

19 輔中の問、銅臨時金が輔の撒となり討|

繰下げ待蛾中に厚生埠金保険の被保険者となった場合は、 65車時の本来鯖求による老齢厚生年

金額から在峨支給停止額を差し引いた額拍た繰下げによる増額の対象となります.

築基金加入者の方へ

厚生年金基金または企業年金連合会〈基金等〉から年金を受給されている方が、老齢厚生年金

の支給の繰下げ暗求を希望される場合I立、基金等の年金も合わせて線下げとなりますので、年

金の支給先である基金等にご連絡をお願L、します。

《企業年金曜合会への問合せ 0570(02) 2666 ※PHS. IP電筒からは03(57η)2666>> 

昭和 16年4月z白星座に生まれた方自増額率

増額宰:(J.7百x65歳になった月から繰下[1申出月の前月までの月数

(恒1[)66麓 1ヶ月ー.-9.1% 67歳6ヶ月・・引.附 70怠・・・4己的
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老齢年金の繰下げ意思確認書

次の該当するロlこJをつけてください。

-老齢基後年金について、

業 65歳以降に受給権が発生する場合I土受給権発生時点
(一舵希望する

口現在は請求しません。
→誇求の翌月分からの支払いとなります。

I 繰下げを希望される月の月初から月末までの聞に腎求の手続きを行つ

てください.
1I 70意到達月(寵生日の前自が属する月〉の月初から月末までの聞に請

求の手続きを行って〈ださい。

-老齢厚生年金について、

※ 65設以降に受給権が発生する場合Iま受給権発生時点、
(ロ…儲希望する

口現在は請求しません。
→請求の翌月分からの支払いとなります。

I 繰下げを希望される月の月初から月末までの聞に請求の手続きを行つ

てください。
1I 7G議到達月〈誕生日の前日が属する月〕の月初から月末までの聞に請

求の手続きを行って〈ださい。

00年金事務所あて

平 成年月日

重茎章墨盆



jJlJ添2

1 .特別支給の老齢厚生年金の受給権がなく、 65歳lこ受給権発生する方

(1)者厚・者基の繰下げ請求時期が異なる揚合

65歳
(受給権発生)

67歳 101号〈年金請求書)

繰下げ申出富

103-1号

103-1号〈者厚のみ繰下げ請求申出〉

意思確認書〈老基は請求しない〉

68歳 236号〈者基のみ繰下げ請求〉

者齢基礎年金
(繰下げ〕

(2) 66歳以後、 65歳に遡及して老齢厚生年金の年金請求を行う揚合

68歳
〈老基・老厚決定〉

老齢厚生年金

老齢基礎年金

68歳 101号(年金請求書)

意思確認書〈老基・者厚とも65歳から支給を希望する)
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(3) 66歳以後、 65歳に遡及して者厚のみ年金請求、者基は繰下げする揚合。

65歳
〈受給権発生〉

年金請求書

101号

68歳
(者厚のみ決定〉

老齢厚生年金

老?爵特金

68歳 101号〈年金請求書)

意思確認書〈者基は請求しない者厚は65歳から受給を希望)

70歳 235号(老基のみ繰下げ請求〕

2. 60歳に特別支給の老齢厚生年金の受給権発生する方(初めて年金請求する揚

合〉

65歳と Tカ月で年金請求

60歳
〈受給権発生〉

|特別支給の老齢厚生年金

i 全額停止

65歳1ヶ月 101号〈年金請求書)

老齢基礎年金

〈繰下げ)

意思確認書(老墓は請求しない、老厚は65歳から支給を希望する)

70歳 235号〈老基のみ繰下げ請求)
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平成19年4月1日以降に、 r65歳以降の老齢厚生年金Jの受給権が先生し、老齢基礎年
金・老齢厚生年金の繰下げ鯖求ができる方が66般になった時点で、初めて年金楕求される
場合の年金持求書(様式101号またはターンアラウンド株式)には、年金請求書に加えて次
の提出書類が必要となります。

書類提出のパターン

老厚
本来 その時点で請求 繰下げ待機
(65歳希望) (66歳希望) (70歳希望)

老基

本来 -老基(確認書) -老基(確認書) -老基(確認書)
(65歳希望) -老厚(確認書) -老厚(103-1号) -老厚(確認書)

その時点で請求 E老基(103-1号) -老基(103-1号)
-老基(103-1号)

(66歳希望) -老厚(確認書)
-老厚(103-1号)

調老厚(確認書)
(注)

繰下げ待機 -老基(確Ul書) -老基(確認書')
(注)

(70歳希望) 町老厚(確認書) -老厚(103-1号)

」

O 確認書=老齢年金繰下げ意思確認書

o 103・'1号=老齢基礎年金E老齢厚生年金支給繰下げ申出書

O(注)確認書の提出は不要です。ただし、「老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点
について」に基づき繰下げ制度の説明を行ってください。
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文書区分

i書室

平成 24年9月21日

給付情 2012-131

年金給付に関する電子帳票ファイルの更新(情報提供)

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
部各

係部関 理部管 徴部適

厚年
厚年G 

年国 給年 記録 突合
適量 E 徴謀収 年課固 書

G 

全 総務 厚年 G G G G 総務 車年

。。 。 。

相臨セ

社労士会 僧官会，‘ ノ

$1 

。

本部関係部

品質管理部、年金相談部、業務管理部、障害年金業務部、支払部、業務渉外部

旦且ょ盤星
電子掲示板に掲示されている「年金給付に関する電子帳票』について、一部帳票の様式変更を行いま

したのでお知らせします。

また、【目次】年金給付に関する電子帳票ファイル一覧に帳票へのリンクを追加しましたのでお知らせ

します。

ポイント(内容)

1 掲示場所

電子掲示板>機構全体掲示板>業務マニュアル・業務スケジュール・機構業務つうしん>各種マニュ

アル等 I諸規程以外のもの]>業務関係=シス子ム等機器操作聞係

2. 変更帳票等

別紙「変更等電子帳票一覧」をご確認ください。

3. 【目次】年金給付に関する電子帳票ファイル一覧について

【目次】年金給付に関する電子帳票ファイル一覧に帳票へのリンクを追加していますのでご活用くだ

さい。

照会先

本部年金給付部給付企画G

担当 藤田

連絡先
(直通)

。。。。
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別紙

フォルダ

② 

④ 

⑤ 

|な…項番

149 

150 

151 

152 

153 

154 

239 

240 

241 

256 

物品番号

300 

300-1 

300-2 

300ー3

300-4 

300-5 

300-6 

300-7 

301同

変更等電子帳票一覧

帳票名 分類 変更点等

脱退一時金請求書(英語)

脱退一時金請求書(中国語)

脱退一時金請求書(韓国語)

脱退一時金請求書(ポルトガル語) P8. P9 厚生年金保険被保険者の被保険者期間に応じ

脱退一時金請求書(スペイン語) 様式変更 た支給率の表に「最終月が平成24年9月から平成25年8

脱退一時金請求書(インドネシア語) 月の場合の率」を追加

脱退一時金請求書(ベトナム語)

脱退一時金請求書(フィリピノ語)

脱退一時金請求書(タイ語)

⑧停止(解除)理由(該当するところをOで囲んでください)

住民基本台帳による住所の更新停止・解
3 ・圃・成年後見をうけているため

除申出書
様式変更 i 

3 ・..成年後見人等の法定代理人の審判を受けている

ため



最終更新日平成24年9月21日

年金給付に関する電子帳票ファイル一覧

フォルダ項香物品番号 帳票名 備考

7 1 U020 号給代表者撰任届

B IJ021 障害共済年舎号給権者業務上障害補償の鞍当眉

9 1 U022 障害基礎・老齢厚生・退職共済年令壱給権者胎'A出生届

10 1 U023 Il且職共漬年舎加給年舎額支給停止事由鞍当・消滅眉

11 1 N008 国民年令表齢基礎年舎輔改tF周(沖鍋特日11措置自主当)

12 1 N009 国民年令寡婦年舎栢改tF届(沖絹特別措置骸当}

13 1 N013 中国残留邦人等の特例措置に伴弓表齢給付の年舎荷改定請求書(旧)

14 1 N014 眉書等決裁伺

15 1 N042 国民年金被保険者死亡報告書

16 1 N043 閏民年争被保険者号給権者・氏名住所変曹報告書

17 1 N044 居所来替録者報告書

18 1 N045 閏民年舎聞係書類i揖付書

19 1 N046 困畏年舎処理結果ー曹表

21 1 K069 厚生年金保険老齢・通算者齢・特例素齢年令号給権者支給停止事由消濡
l国(f円1

22 1 K070 厚生年金保除者齢冒週算者齢年・特仰l表齢舎号給権者支給停止事由消滅
l国・前 訪当 70 11同

23 1 F019 旧船員保険法の者齢年金庫調算老齢年金・特例老齢年金

① の 自

24 1 F020 船昌保険老齢年舎且障害年舎・潰旗年舎号給権者胎帽出生届{旧)

25 1 F021 船昌保除障害年舎改官事由自主当局障害年舎の普給権取得眉(旧)

26 1 F022 船員保険涌算素齢・特例者齢年舎号給権者改京事由訪当周 65歳
(旧)

27 1 F023 船昌保険者齢・揖算者齢・特伊|老齢年合号給権者政官事由設当届 70
最(1日)

28 1 F024 船員保障潰怯・涌箪漬旗・特例潰旗年舎号給権者支給停止事由訪当周
[旧)

29 1 F025 船昌保険表齢・障害年令加給舎支給停止事由該当眉(旧)

30 1 F026 船昌保険表齢・障害年令加給舎支給停止事由消誠眉(1日)

31 1 F027 船員保険老齢・涌算最齢・特例表齢・障害年令号給権者支給停止事由消
世周・ 3君主当閣 70最喪失 (f円1

32 1 F028 船員保障遣旗年令号給権者の所在不閉による支給停止・支給停止解除申

誼皇

33 1 F029 船員保険遺族年金事婦加算額支給停止事由自主当届(旧)

34 1 F030 船員保険遣旗年舎寡婦加算額支給停止事由消波届(1日)

41 1 F037 船員保険障害年金・遺族年金年金差栢時令請求書

42 1 F038 船昌保険障害弄額時令請求書

43 1 F039 船昌保険障害年令舗改定請求書(旧)

73 1 103 者齢集部年金・者齢厚生年令室給繰下If申出書

74 1 103【 1 来齢基稽年金・老齢厚牛年令室給鰻τIf申出書

R
u
 

q
u
 



フォルダ|項番

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

81-2 

81-3 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

① 
89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

最終更新日平成24年9月21日

物品番号 帳票名 備考

103-2 2自由ト喧a，"" '"量主

108 船昌保障、貴龍一|

111 tI晴聖書国主盆 A !主主舎)(;自加害戸録}

115-2 I JI-~-I-姐 H窓口周】

116 ~ (困畏年舎・ i揖 2豊富 a ~) (伸】

117 ~ (圏毘年舎・匡咋 t・臨』昌 引き置付制

127 
国民年金 決 「正i

【被保険者記録訂正用]
|ついて

127-2 
正l

【その他用】
|ついて

127-3 匡牛年舎俣陰

130 I ~tJ 

151-2 |軍阜働 n冒 }申詩書

181-3 斉 I r l(取口問】

181-4 H#  ) r加対者右l(需口用}

184 u上喜由訪世間

190 |瞳害に上~;Ii!聴.，量権l靖 m古蛤且仲田陪日

191 
要

失届

194 ;(公益よlN査当庖

195-3 !(園停年舎.匡咋年哩 l(窓口問】

195-4 l年~・匡申年唱 11窓口周}

196-3 れ毘間{菩件再軍::J-~I!l出君主lr加 日円l(望書口周】

196-4 抗日間[普性再票: 山 1対賓査・新l日)(窓口周)

197 H共済主金]進遺棄

198 H#溶年告);，量遣軍

199-3 H直申年g "..、 )(窓E用)

199-4 HI ， (窓口用1

201 国民年金量士事#晶 ，...宇F F由出事

205 加算盤・加給年金書E i当昼

206 

瞳老齢筆1障害
207 ，'*1$，ト事由泊冊目

208 
圃 王畏E旨脅健4.持共者渚厚軍資組生牛格合年年再等脅寺生の保保田鋪障障合退表幸量職骨骨百

量L昼塁」盆E盤盤孟ー209 瞳
210 

-36-
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最終更新日平成24年9月21日

.且'・-- .. -・ v
司 F

フォルダ|項番 物品番号 帳票名 備考

105 212 
四~

~;;:r:;;詰当国

106 213 
1再生E
11曹(f) t当届

107 214 
瞳『の言1害瞳'"基書.."硲詰dら隼当"舎国Zε告・彦企"齢"'"匡.. 牛"" 

加宣描.， 対象者

108 215 ふι.."

109 216 k由国

110 217 :rn ，，̂.uc ， ，ι 

111 
生 n冊存不問l

218 ， ，卜 a手r急会。皇

112 219 ー， lkA r=ι .b.. +...6.1 E由雪合当国 f牢量+雄培由骨量、

113 221 A 止土曜掴岳昌圃聞量;帥n由す量

114 222 |聞毘盈晶 S畳~掴す10宙開抽室由詰畠田

115 223 |聞且畳晶 可告書.冒T 雪士山閉

116 224 !闇畏#晶 11上喜由詰当国

|闇"'.."晶 ~Jf:.喜由 i由盟国

① 
117 225 

118 226 |聞旦拝晶 自国

119 227 |直止 去齢.瞳
噛

120 229 '8曲仲斎垣A'n品企E E開輪車由詰出国

121 230 豊齢・ Iト事由言書出国

122 231 査齢・ 目L z田

123 232 1，告悼直止..岳憧全土壇押晶 ! I卜車由訪昌国

124 235 |国再年脅直中 ~. 左

市亘亙蚕 量二 65最重
125 236 給

126 237 
|唱曲

127 238 
|唱曲

自民樟守蛤

128 243 |団再年企・匡中年制呈臨 HT】

129 244 |田"'.."晶.....止枠晶且陪 [(官、

130 245 |聞且#晶冒止#晶血陪 ョ回 'f) 

131 246 |回再年争直中年舎但曲 ヨ闇 Hrr、

|扇面亙吾7雇手 正7亙瓦亘 ~. 
132 247 

② 
133 280 恩 n目 1b1(岳会主掴闇巾間合田掛

134 281 |国再再陪 E 胃'"盆辛但陪片 担

135 282 空軍間四国問自由

136 283 
I-=-~b hn ='， r 可ノタ

ヲ'。。
a



最終更新日平成24年9月21日

一一一一- .. .回

物品番号 帳票名 備考

137 284 

138 287-2 

139 288 

143 292 

144 293 

145 294 

146 296 

147 297 

② 
148 298 

149 300 H24.9.21一部修正

150 300-1 H24.9.21一部修正

151 300【 2 H24.9.21一部修正

152 300-3 H24.9.21-部修正

153 300-4 H24.9.21一部修E

154 300-5 H24.9.21一部修正

155 316 

156 401 

157 402 

158 403 

159 501 牛

160 502 

161 502-2 

162 503 

163 504 

③ 
164 505 生

165 506 牛

166 507 

167 507-2 

168 507-3 

-38-



最終更新日平成24年9月21日

.-，- ~ 守..可

|フォルダ|岨膏 物品番号 帳票名 備考

169 515 置舟担AJ同時 [( r) (1目】

170 515-3 ~，←'=AJ司思会 !(!I) (1目】

171 518 f旧】

172 519 司ド由出書

173 520 民 5害事国

174 521 会!日山止国 f旧】

175 522-2 .j居tλt南i ト由措婁f需口問】

176 524 陣 2悼 1~望書号当齢国.;雨量視王晋聴齢[且旧時)4 
jj圃

177 525 (1円1

178 526 瞳亘佃
来齢l

179 528 
2臨 ( 1円1

③ 
180 530 

讃惇l

|届(I日)

181 531 |居隠申す宰

182 536 
遺障・ 古書当

眉 (I日)

183 538 
5出国自民嵩

[旧)

184 538-2 
5当国 70語

w 
185 540 

S届

設当居川目1

186 542 
陣守

187 544 厚生 ~，c 叫 (1日)

188 545 置牛葺~~晶表齢 l '"上事由訪当毘[旧】

189 545-2 
厄 表齢 1 i周{旧]

190 546 
‘車時k i周(旧]

191 546-2 ，止事由消組関{旧)

548 
直牛' 圭面合目 けト車由E由

192 沼田町l :君主当国 '1同3

193 583 
~， 

舎 ，士 事由貫主当屈

194 590 老齢=瞳
... ，止申出書 自ら停止関係(開始)

④ 
195 591 老齢・瞳害.~“ ，止1融問由州書 自ら停止関係(解除)

196 601 生 t昌ι)J外】田鶴間畠量

197 630 "会 7、 コいτ

198 631 
~ 同

力岡答についτ

199 632 f僻』量】 ついで

200 633 』目1 ?l豆、間廿ド叫ヂ

-39ー



フォルダ 項番 物品番号

201 634 

202 720 

203 722 

204 723 

205 724 

206 725 

207 726 

208 727 

209 728 

210 729 

211 730 

212 752 

213 761 

214 762 

215-1 770 

④ 
215-2 770 

216-1 771 

216-2 771 

217 790 

218 801 

219-1 803 

219・2 803 

220-1 804 

220-2 804 

221・1 805 

222-1 806 

222-2 806 

223 807 

224 807-2 

225 813 

226 820 

227 823 

最終更新日平成24年目月21日

年金給付に関する電子帳票ファイル一覧

帳票名 備考

匡生差金i基盤隼金雪盆権者筆瞳量拡盤認定車

国医差金霊給権章塞務上の瞳害・遺盤舗償の詑当届旧

国M金瞳宣~盆霊給権者玄盆佳ι醤率夏眉旧

国医差金瞳童生金吾盆権者玄給佳品蔓由i自;盛届旧

国E差金量圭・準量圭且差金加筆歯盤盆章至極当眉旧

間民年金母子・準母平E年金号給権者母平加算額支給停止事由競当眉
l日

国E生金量圭・準量圭・隼金膏給撞章玄盆畳.!!;誼牽亘届 ffi

間民年令直平・準母平且年舎号給権者母平加算額支給停止事由j由輝眉
l日
国医差金遣!A生金号盆権主fl2匝五歪!!!!によ盈玄給停止=玄盆畳止盤隆
申請書旧
言I皇年#畳平・準母平E遇。翌・亘扇 墨Z 国 j肖誠届

I日

固M金瞳室生金誼直定詰*書 ffi

国M金詩牽豆届進達墨田

圏E生金主歯茎盆誼f.!i:定詰遺書 l日

国E生金被~険壷盟問謹告壷

国医差金主齢年金裁定詰率壷旧

国墨年金孟自主主金墨定詰*壷旧 l記b.上金注意}

国医生金通筆孝齢差金裁定誼選書旧

国E差金通皇室齢年金盤宮誼求豊田 l記b.よ@注意}

自国雄盟主Eム筆@盤飽|撞晋l二佳主主魁給付fl2年金額盈定誼求書旧

鉛量盤陸裁定誼率壷進連軍ill..J日

船昌保障室齢差金裁定詰丞書旧

晶、昌保障孟齢差盆盆定詰遺書旧 L溢位書翠i

鉛量盤陰通算孟齢隼金量査定誼求重旧

組昌盤陸適宜主位基金裁定詰求書旧i溢位童醤}

盤昌盤陸特倒盆齢基金盤室誼丞書旧

船昌盤陰随宣差金町陸書茎当金裁定謹率壷

組昌僅陸瞳宣基金E堕寄手当金塾定詰率書{渥仕書題}

齢昌墨陸遣握生盆麓定詰塞壷

盤昌盤陰適宜遣陸隼金裁定詰丞壷

盤昌盤陸間退圭当金謹求壷

職歴豊田

鉛昌盤隆差金謹窒亘聾進達墓旧

-40一



フォルダ 項番 物品番号

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 229-1 

237 

238 

239 300-6 

240 300-7 

241 300-8 

242-1 

④ 
242-2 

242目 3

243-1 

243-2 

243-3 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

25日

251 131 

252 132 

253 133 

254 

⑤ 255 

256 

最終更新日平成24年9月21日

年金給付に関する電子帳票ファイル一覧

帳票名 備考l

'H，門主幽 bn+圏竃雪

「申請書

日軍票r082-1l

標 "'園璽雪r， ，、、.

./:;:~~恥建司In、 -'" 

合 l

〉合言書(様式1)

t同)

1首 掴 2 出血 開 S当届

臨書望書F古t の平の加 -晶碑盟書{新規l

臨』昌 i !聞 l目

じ{ベト十ム語1 H24.9.21 部修正

附温ー| nフィリぜ/~1I】 H24.9.21 部修正

日韓恨ー| ~ (骨イ言吾1 H24.9.21 部修正

国岸
1)((' E周I.T(戸会い》

巨止..，

直ヰ年脅但随時担草 1~8 醐買白昼

世 ，て<t~f雪

じι」主

"''''拝 今刷、

t冒"'..， ー刷、 |目圃記掴

掴信担副 '高生口書閏 ..¥" 

国再年告撞i、回 lA 

l3iI再年告鐘i、回 1A lti~.'吾

国 再 主 告 筈i lA 人同意欄t

コ陣名

人害用

-.守私機聞・口庫名 [匝年俸

国 h 害問l11Jーフレヴト

主主 ~I

副 市 晶急会耳目農林)
14/18 部修正

品品 農林)
14/18 部修正

ー.."''''品品 農林) 14/16 部修正

制摩 1掴冒

銅l唐 里

イキ " /.よ~件i 畠『ト.健険申出書

41 -



重

宛先

文書区分

要報告

本部

各部

係部関
全

。

緊急
平成24年9月26日

給付情2012-135

成年後見人等への送付先変更・管理口座への変更についての

機構ホームページ掲載(情報提供)

ブロッヲ本部 事務セン告ー 年金事務所

理部管 相給部 車部
厚年G 厚年

国年 年給 記録 突合
適量 適量

徴収謀
主襲量

G 

総務 厚年 G G G G 総哲 直年

故セ相
社労± 

健霊会:" 
告 会

。 。 。 レ レ

本部関係部

年金棺談部、業務管理部

E血ニ盤量
成年後見人等への送付先変更冒管理口座への変更について、届出にあたっての注意点及びQ&A、ま

た「年金受給権者 通知書等送付先=支払機関 E 口座名義変更申出書」の記入例がまとまりましたので

お知らせします。またこの内容については、職員提案により日本年金機構ホームページ(以下「機構H

PJという。)に掲載予定としていますのでお知らせします。

ポイント(内容)

1目成年後見人等への送付先変更等について

成年後見人等への送付先変更・管理口座への変更にかかる注意点及びQ&Aを機構HPに掲載しま

す。掲載場所は以下の通りです。

【成年後見人等への送付先変更 E 管理口座への変更についての注意点の機構HP掲載場所】

機構HPのトップページ>聖昔・手続きを調べる>年金受給者の方>老齢年金を受けている方>

受給者の方の手続き>住所や年金の受取場所を変えるとき>5. 成年後見人等への送付先変更・

管理口座への変更について

【成年後見人等への送付先変更・管理口座への変更についてのQ&Aの機構HP掲載場所]

機構HPのトップページ>年金Q&A>年金受給者>成年後見人等への送付先変更・管理口座へ

の変更について

2. 「申出書等」について

成年後見人等への送付先変更等に使用する「申出書等』の様式を機構HPに掲載します。

-42ー



①「年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)J

②「年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)J : (記入例)

③「住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書』

④「住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書J: (記入例)J

【「申出書等」の機構HP掲載場所】

機構HPのトップページ>申請 E 届出様式>年金受給者に関する届出血手続き>ケース 2:住所

や年金の受取口座を変えるとき

3目電子帳票ファイルの更新について

「年金受給権者 通知書等送付先 E 支払機関 a 口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jの記入例

を変更したことに伴い、電子帳票ファイルにある「年金受給権者 通知書等送付先・支払機関冒口座

名義変更申出書(成年後見人等用)J リーフレツトにおいても様式変更を行いましたのでお知らせし

ます。

変更電子帳票

O フォルダ:④

O 項番 :249

O 帳票名:r年金受給権者 通知書等送付先・支払機関冒口座名義変更申出書(成年後見人等用)J

リーフレット

-43-

照会先
本部年金給付部給付企画G

担当馬場(恵)、大関

連絡先
(直通)



HP掲載肉容

5 成年後見人等への送付先変更・管理口座への変更について

成年後見人等の法定代理人の方(以下「後見人等j という。)が、被後見人である年金受

給権者の方へ送付される通知書等の送付先を後見人等のご住所(事務所住所等)に変更す

る場合や、財産管理が認められている後見人等が年金受給権者名を含む管理口座へ年金の

振込先を変更する場合には「年金受給権者通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申

出書(成年後見人等用)J (以下「申出書』という。)を提出してください。

※申出書提出についての注意点

(年金受給権者住所・支払機関変更届の注意点もご確認ください。)

・申出書はお近くの生金亙蓋置または街角の年金相談セン売二に提出してください。

-申出書には、後見人等であることを証明する書類が必要です(rQ&AJのQ2をご参

照ください)。

・名義変更を伴う管理口座への変更時には、年金証書の写しが必要です。

・通知書等の送付先を変更される場合は、住基ネットの異動情報の活用を停止する必要

がありますので「住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書』も併せてご提

出ください。

・後見人等への送付先変更後に年金受給権者の住所変更があった場合、受給権者の住所

変更の届出が必要です。

「年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)J

「年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)J : (記

入例)

『住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書J

「住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書1・(記入例)J 
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機構HPに縄載する Q&A記載内容

く成年後見人等にかかる年金手続き>

Q1 成年後見人等に選任されましたが、年金受給権者の通知書等の送付先や年金の

受取り機関を変更するにはどうしたらよいでしょうか。

A 成年後見人等に選任され、年金受給権者の通知書等の送付先や年金の受取り機関

を変更する場合には、年金事務所または街角の年金相談セン告ーに「年金受給権者

通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jを提出してく

ださい。

Q 2 r年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人

等用)Jの提出にあたり、成年後見人等であることを証明する添付書類は必要で

しょうか。

A r年金受給権者 通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等

用)Jを提出する場合は、年金受給権者様の成年後見人等であることを証明する以下

の書類(提出日から 6カ月以内に交付されたもの)のいずれかを添付してください。

《成年後見人等であることを恒明する書類》

①法務局が証明する「登記全部事項証明書J(原本)

②家庭裁判所が証明する後見開始申し立てに基づく審判に関する書類(コピー可)

③市区町村が寵明する「戸籍全部事項証明書J(原本)閣未成年佳見人の塙合に阻る}

Q3 年金受給権者の通知書等の送付先を変更したいのですが、「年金受給権者 通

知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jの提出にあ

たり、添付書類は必要でしょうか。

A 年金受給権者の成年後見人等であることを証明する書類の他に「住民基本台帳に

よる住所の更新停止(解除)申出書」も併せて提出してください。

「住民基本台帳による住所の更新停止(解除)申出書」の提出により住基ネット
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からの異動情報(住所変更)を活用せず、「年金受給権者 通知書等送付先・支払機

関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jに記載した変更後の住所に通知書等を

送付します。

なお、通知書等の送付先を変更後に年金受給権者の住所が変更となった場合は、

住基ネットからの異動情報(住所変更)での変更が行われないため住所変更の届出

が必要です。

Q4  年金受給権者の年金の受取り機関を変更するため「年金受給権者 通知書等送

付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jを提出したいのです

が、どのようにしたらよいでしょうか。

A 年金受給権者の成年後見人等であることを証明する書類の他に「年金受給権者

通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)J中にある「金

融機関又はゅうちょ銀行(郵便局)の証明」欄に金融機関又はゅうちょ銀行(郵便

局)から証明を受けていただく必要があります。

なお、預金通帳(金融機関・支庖名及び口座番号とカナ名義が確認できるページ)

の写しを添付される場合は、金融機関又はゅうちょ銀行(郵便局)の証明印は必要

ありません。

Q5  年金受給権者の年金の受取り機関の口座名義を変更するため「年金受給権者

通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jを提出した

いのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

A 年金受給権者の成年後見人等であることを証明する書類の他に「年金受給権者

通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書(成年後見人等用)J中にある「金

融機関又はゅうちょ銀行(郵便局)の証明』欄に金融機関又はゅうちょ銀行(郵便

局)から証明を受けていただく必要があります。

なお、預金通帳(金融機関・支庖名及び口座番号とカナ名義が確認できるページ)

の写しを添付される場合は、金融機関又はゅうちょ銀行(郵便局)のiiE明印は必要

ありません。

また、年金阻害を確認させていただきますので、年金~iE書を併せて提出願います。

-46ー



Q6 私は年金受給権者の保佐人(補助人)ですが、年金受給権者の通知書等の送付先

や年金の受取り機関を変更できますか。

A 保佐人(補助人)が年金受給権者様に代わり手続きを行えるのは、家庭裁判所の

審判書や法務局の登記事項証明書の代理行為目録または同意行為目録に年金に関す

る諸手続きの代理権についての記載がある場合に限ります。

Q7  私は年金受給権者の任意後見受任者ですが、年金受給権者の通知書等の送付先や

年金の受取り機関を変更できますか。

A 任意後見受任者は、代理権を持たないため成年後見人等とは異なり、 「年金受給

権者 通知書等送付先・支払機関=口座名義変更申出書(成年後見人等用)Jを提出

することはできません。

任意後見契約を結んだ本人の判断能力が不十分となり「任意後見監督人」が選任

されることで任意後見受任者が任意後見人となり任意後見契約が開始されるためで

す。

また、任意後見人となった場合でも、保佐人(補助人)と同様に法務局の登記事

項証明書や家庭裁判所の審判書の代理権目録に財産管理ができる旨が記載されてい

ることが必要です。
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制 "'10::1洲 争l.c'1 年金受給権者通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書 平成

ご ι溢込合"...';， "1、 ぺ 基 礎 年 金番号外 1 λ 年金コード 山 U|φ1 1 

i併説穂隼五号 |吾I~ 
ーフヨ:三副ヲ

(フリガナ)

① 

日提出
ア百

【表面】

変更後の口座番号等をご配入のうえ、金融機
関文はゅうちょ銀行(郵便局)の恒明を受けて
ください。

預金通帳の写し(金融機関名、支庖名、口座
番号、口座名義人フリガナが記織された部分)
を港付される場合l立、金融機関の柾明は必要
ありません。
※印欄l立、ご記入いただく必要はありません。

金融機関又はゅうちょ銀干~(j頃海)のE明

口座名義を必ず確認してください。

仁王コ
貯蓄口座は振込できませんロ

町
村

庖

所

支

支所張
所

出
本

郡市
区

"位 10180刷



牟泊

αコ

【裏面】

【年金受給権者通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書の提出にあたって】

。住所は郵便が正しく配達されるように番地、 00方などまで正しくご記入ください。

。フリガナは、カタカナではっきりとご記入ください。

。複数の年金受給権をお持ちの方は、この届出により、他の年金についても住所を変更いたします。

また、乙の届出により最大4つまでの年金の支払機関を変更ができますので、変更する年金の年

金コードをご記入ください。

。支払機関の変更は、次の年金の支払日の 1か月以上前までに手続きをお願いします。

なお、変更後の新しい支払機関への初めての支払いを確認するまでは、念のために旧口座はその

ままにしていただくようお願いします。

。口座をお持ちでない方や口座でのお受取りが困難な事情がある方は、お受取り方法につい
て、 「ねんきんダイヤル」 またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

| 年金臨権者の住民票上の住所 | 
凶器問11弱腰輝li置l漏出産|思議促|【フリガナ)

j 郡 市 町

(フリガナJ



c11 
o 

|「年金受給権者通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書」の提出にあたって 1 

.届出の際は、次の書類を湾えてください。

亡""'""-̂""

寝室砲の口座，寄宿毛""λのう九金也幽
間関神宮ちょ鰍円四町田明 a時冊目町三
だきも、
"含i酬の覗刈醐盟毘急劃苫亀巴座番..ロ…劉守されゐ場創&金制似胞のE咽晶必要萄
岨曾'-
掬EIlru.::2À~ ~(る割沼野Jませゐ

〉郵送物の送付先や年金の受け取り方法、又は、口座名義を変更する場合
は、年金受給権者の成年後見人であることを誼明するいずれかの書類
(提出日から 6ヶ月以内に交付されたもの)
①法務局が証明する「登記事項証明書j(原本)
②家庭裁判所が証明する後見開始申し立てに基づく審判に関する
書類(コピー可)

藍主ご記入ください。

@①、②の欄に、年金受給権者の基礎年金番号、
年金コード及び生年月日をご記入ください。

Or受給権者氏名」欄には、年金受給権者の氏名の

後に成年後見人の氏名を記入のうえ、盛差益旦
人の印鑑存相聞ください。(押印もれがないようご

@注意ください。)
『電話番号」欄には、成年後見人のご連絡先をご
記入ください。

年金振込通知書など、日本年金構構が年金
受給権者にお送りしている郵送鞠の送付先
を牽宣される橿舎に、ご希望される送付先
をご記入ください。

年金の墨付取り方法立は口座名豊を霊亘さ
主盈墨金にご記入ください。
:>変更後の金融機関名、支唐名、口座番号及びE座

名義人(フリガナ)を記入のうえ、金融機関の証明を
受けるか、預金通帳の写しを添付願います。

郵送鞠の送付先を牽宣される場合に、年金
受鎗権者の住民票の住所をご記入ください。

③市区町村が証明する「戸籍全部事項証明書j(原本)※来成年後見人の場合に限る園保佐入、補助人が年金受給権者に代わり手続きを行えるのは‘
〉金融機関を変更される場合は、預金通帳の写しまたは「金融機関又はゅう 家庭裁判所の審判書又は法務局の登記事項証明書の代理行語
ちょ銀行(郵便局)の証明」欄に証明を受けてください。

目録又は同意行揚目録に年金に関する諸手続きの代理権につ
〉口座名義を変更される場合は、年金証書及ぴ、預金通帳の写しまたは「金

いての記載がある場合に限ります.融機関文はゅうちょ銀行(郵便局)の証明」欄に証明を受けてください。
※年金証書を紛失などされている場合は、お近〈由年金事務所で再交付の手続きを行って〈ださい。

〉郵送物の送付先を後見人宛に変更される場合は、 「住民基本台帳による住
所の更新停止(解除)申出書」

圃お問い合わせ先及び届書の送付先

住所地を管轄する年金事務所へお願いします。



住民基本台帳による住所の更新停止且解除申出書

〔一機構からの醐らせ…ついて〉 〕
。住民票上の住所とは別の住所へ送付先を希望される方は「停止』をOで囲んでください固 1 

0今後、住所を変更した際に住民票上の住所へ送付先を希望される方は「解除』をOで囲んでください。)

住所の更斬博止を申出します.

o ..・施設入居等により住民軍と異怠る住所に居住しているため

2 ・・・ DV被害を呈けているため

3 ・・ E 成年睡見人等由法定代理人の曹判を呈けているため
g ・・ E その他

o ・・目住民基本台帳による住所の置更を希望するためo 亘新停止の解除去申出します。

住民革本台帳による住所の亘書提停止{解除)を申出します.

平成年月 日

干
(住所}

(電話番号)

{氏名}
互主 -

-

即

-
a
r
 

一

ン

一

ト

付

一

セ

一

鶴

一

事

受

-

E

町
即

-

椅

-

事

付

-

金

-

与

量

70歳以上で全国健康保障協会智章健康畢憤又は船員保険にご加入中の方lま、お勘め先の所在地等もご記入

』エi主主ι畠

〒

(お勤め先の所在絶}

(お勘め先の名称)

1
 

5
 



。[記入上の注意点]

1 ①には、申出をされるご本人織の年金証書の基礎年金番号及び年金コ-t'をご記入ください。

2 ②は、該当する元号をOEnで圃んでください。

3 ③の統一事務所コード※欄は、何も記入しないでください。

4. 70康以上で全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険にご加入中の方は、④又は⑤と⑥の欄、お勤め先の

所在地 E 名称をご記入してください。

5 ⑦、⑥は、申出される内容に応じ、該当する番号をmnで囲んでください。

。[住民基本台帳による住所の更新停止・解除を申出される方へ]

1 . 更新の停止を申出された方は、今後、住所変更があった際には、年金事務所への届出が必要となります。

2 更新の停止解除を申曲された方l立、今後、住所変更があった際にl士、年金事務所への届出が不要となります.

3 日本年金機構に住民票コードが収録されていない方は、この申出をすることができません.
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記入倒住民基本台帳による住所の更新停止・解除申出書

住民基本台帳由異動情報を活用している年金

畳桔者田方について、目本年金機構からのお

知らせの送付先を藍宣する場合、住民基本台

恨の異動情報国活用を樺止する必要がありま

す.

⑦梱及び⑥欄

住所由更新停止を申出する場合1;1:，⑦欄由 11二O

聞をつけてくだ古い.

また.⑥欄については3にO印をつけてくださ

い.

氏名欄には、年金畳結構者樺由民名目桂に成年桂

見入国民名をE入国うえ‘成年桂見人由印鑑を押

印して〈ださい.

住民基本台唖による住所白亜斬停止・解除申出書
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文書区分

i i霊|

平成 24年 10月18日

給付情 2012-150

平成 23年度税制改正の概要と帳票の様式変更等および復興財踊確

保法の概要(情報提供)

本部 ブロッウ本部 串務セン告ー 年金事務所

話

(全車 問係部 郁富 若郁 剖宮
厚空U 厚空U 回年 給年 録間 突合 i !iiii 

基金
宛先 事ン

§g 露空 GIGIGIG 

。。O 。 O @ 〆

亘飽ょ盤量
平成23年度税制改正(平成26年1月1日施行)により、所得税法等の一部が改正されたため、そ

の改正内容および様式変更についてお知らせするものです。また、平成23年 12月2日に公布された

復興財源確保法の概要についてお知らせするものです。

ポイント(肉容)

1 .概要

(1)平成23年度税制改正・

O 寡婦・特別寡婦・寡夫控除の追加(参考1、2参照)

( 1力局あたり)

(追加後)寡婦控除 22， 500円

特別寡婦控除 30， 000円

寡失控除 22， 600円

O 施行日

平成25年分以後の支払(平成26年2月定期支払期)から適用。

(平成24年分以前は従前のとおり)

O 審査事務

寡婦・特別寡婦 E 寡夫控除の追加により、平成25年分扶養親族等申告書から審査事務が変

更となります。 r参考 1Jにて、寡婦冒特別寡婦・寡夫のいずれに該当するか審査を行い、

次の事項が扶養親族等申告書の摘要欄へ館入されているか審査を行うこととなります。

n同
・zu 



なお、寡婦・特別寡婦・寡夫を示す書類は必要ありません0

.寡婦に該当する場合

rj由要」欄に、死別・離婚・生死不明の別、生計をーにする子がいる場合はその子の氏

名および控除を受ける年中の所得の見積額、扶養親族または生計をーにする子がいな

い場合はご本人の控除を受ける年中の所得の見積額。

・特別寡婦に該当する場合

円高喪J欄に、死別・離婚・生死不明の別、ご本人の控除を受ける年中の所得の見積額。

.寡夫に該当する場合

rj市要J欄に、死別・離婚・生死不明の別、生計をーにする子の氏名および控除を受け

る年中の所得の見積額、ご本人の控除を受ける年中の所得の見積額。

また、年の途中で配偶者が死亡し、その後同年内に扶養親族等申告書を提出する場合、『配

偶者控除Jと「寡婦・特別寡婦・寡夫控除Jの両方が適用されることがあるが、この場合は

機構本部でのみ処理が可能なため、扶養親族等申告書は機構本部へ進達することとなりま

す。

(2)復興財源確保法

O 平成23年 12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法(平成23年法律第 11 7号)が公布され、「復興特別所得税Jが

創設されました。

O 復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収され、復興特別所得税額は所得税の額の2.1%相

当額とされています。源泉徴収税額の計算式は次のとおり。

くi原京徴収税額 = 支払金額等 × 所得税率(%) x 1 02. 1 %> 

O 平成25年1月1日から平成49年 12月31日までの聞に支払われる年金について適用す

る(平成25年2月定期に支払われる年金から適用)。

※平成25年分扶養親族等申告書送付時に同封する「手引き (p7)Jにも記載してあります。

2. j原泉徴収票等の様式の変更

寡婦控除、等の追加に伴い、様式を変更する帳票は次のとおり。(詳細l宜野]源参照)

なお、JlIJ添には帳累切替時の留意事項等記載していますので、必ずご確認ください。

(1)源泉徴収票(年次分)・・・・・・平成26年1月送付分より変更

(2) 源泉徴収票(過年分、無効・訂正分、準確)・・‘・・・平成25年 2 月送付分より変更【JlII*l~ト1]

(3 )源泉徴収黒(再交付分)・・・・・・平成25年1月4目処理分より変更【別紙ト2]

(4)扶養親族等申告書・・・・・・平成24年 10月送付分より変更【別紙2.-1、2-2]

(5 )年金請求書{告ーンアラウンド)・・・・・・ 1月生月者分より変更 (H24.10目 1送付分より)

(6)年金請求書 (101号様式、 112号様式(物品番号 183))・冒 2 ・E ・平成25年1月使用分より変更

(7)告ーンアラウンド用入力帳票・・・・・・平成25年1月使用分より変更

(8) LK31 r裁定請求時留意事項リーフレット(老齢)J・...・・平成25年1月使用分より変更

聖護金書目噛付企困G

R
U
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回目

税制改正に伴う各種帳票の変更について

1. 源泉徴収票【レイアウトについては別紙1参照】

(1)主な変更箇所

本人控除欄に『特別寡婦J樹、「寡婦寡夫j欄を追加。

(2)様式の切替時期

① 源泉徴収票(年次分)・・・・・・平成26年 1月送付分より変更

② 源泉徴収票(iI&年分、無効・訂E分、準確)・・・・・・平成25年2月送付分よ

り変更

③ 源泉徴収票(再交付分) ・・・・・・平成25年 1月4日処理分より変更

(3)切替時の留意事項

管理帳票の様式を変更するため、管理帳票WEBI乙て必要数を要求してくださ

U、。

なお、平成25年 1月使用分から変更となりますので、平成24年 11月9日

(金)までに管理帳票WEBへの登録が必要左なります。

2.扶養親族等申告書【レイアウトについては別紙2参照】

(1)主な変更箇所

①本人記入欄として、 I性)jIjJ欄と「寡婦・寡夫1欄を追加。

@ 申告の内容欄の変更。

⑬ 「寡婦・特別寡婦・寡夫」欄を追加

寡婦・特別寡婦・寡夫控除1'"-該当する場合に以下の数字を記載する欄

寡婦町・司目且.r 1J 
特別寡婦・・ r2J

寡夫・・・・・・ r 3 J 

寡婦・特別寡婦・寡夫でない..・・・・ rOJ

(2)様式の切替時期

平成24年 10月送付分より変更
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(3)留憲事項

継続用の扶養親族等申告書の「⑮寡婦・特別寡婦・寡夫J欄については、今年

度についてはすべての受給者の方が rOJ !::印字していますので、ご留意願い

ます。

3. 年金請求書等

(1)主な変更箇所

扶養親族等申告書の部分を変更

(2)織式の切替時期

① 年金請求書(ターンアラウンド) ..・・ z・1月生月者分より変更(平成24年

10月1日送付分より)

② 年金請求書 (101号様式、 112号様式(物品番号 183))・・・・・・平成25年 1

月使用分より変更

③ ターンアラワンド用入力帳票・・・・・・平成25年 1月使用分より変更

(1) LK31r裁定請求時留意事項リーフレット (老齢)J ・・・・・・平成25年 1

月使用分より変更

( 3)切替時の留意事項

請求書に添付する扶養親族等申告書について、平成25年 1月から受付する請

求書から平成25年分の扶養親族等申告書の添付が必要となりますので留意くだ

さい(平成25年分の扶養親族申告書のオンライン入力は平成25年 1月4日か

ら開始)。

なお、平成24年 12月までの受付分で、平成25年分の扶養親族申告書が必

要な方に対しては、平成25年2月に扶養親族等申告書を機構本部より送付し、

提出の勧奨を行うこととしております。

また、上記 (2)の②、③、④は管理帳票等ですので、平成25年以降に使用

するものについては、管理I帳票WEBで要求ください。
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菰泉徴収票〈過年分、準確)レイアウト(平成25年Z月以降送付分〕

ーーーーーーー必ヨミ:~-..;ヨE己置医ヨ(i)~，\彊E官官甚・n・~ーーーーー

年分}

住所

または
居所

正名

U司。3

支払者
東京都千代田区霞が関1

官署支出官

栴臨時以前 四来彼担架 |主主 型|
lii'犠踊l

を作館する窃昔、「特別事掲 Lニニムニニ」
「窃拐罪完」白部分!こr市」苦 l 
出力する

源泉徴収票について | 

1 . r支払金額」欄の金額l立、左記の年分とLてお支払いした金額

[所得税と社会保険料が差し引かれる前の金聾)です.
したがって、「支払金額」欄の金額と現在お支払いしている年金の
金額とI<l:.相違しますのゼご釆知ください.

2 r支払金額J視と「頭泉徴収税額」欄の金額については、
次のとおり区分しています。

3 r障害者の数(本人以外)Jの「特別J欄の括弧肉には同居の方
の人数が再掲されています.(平成23年分以降の菰泉徴収粟
に隈日ます.) 

4 r社会保険料の金額J欄の金額I宜、左記の年中!こ「支払金額」視の
金密から特別徴収された介護保険縄顔、国畏怪康保険料(説〕額

及び後期高齢者医擦保険料額の合計額を記量産しています.

乙のlJj畏舘JIIl票は.草草皆薯に置定申告をする必要が
あるときにご笹周〈ださt'.
圃次のような場合などI<l:.確定申告が必要となります。

・給与収入や他の公的年金の収入など亦ある場合
・生命保111<.料控除や医療費控除などを受けようとする場合

置確定申告書の用紙及び手l曹は、税務署や市(区〉役所又I<l:
町村役場など!こ用意してあ耽ます.

圃[確定申告につ日てお分かりにならないことがありましたら.
お:iI<の説g署宇都務担援護にお問い合わせ〈だ窓口.

国説庁ホームベー予では
確定申告に聞する情報等を http://wl'IW.nta.Qo-Ip

耳目



j原泉徴収累〈再交付)レイアウト(平成25年1月以降使用分) 匝亙ヨ

4葉

年分 公的年金等のi席泉徴収票

住所
または

支弘を l 居所
長ける者

所得税怯鰐 Z03条の日第1号適用分

所得説法第203条の日第2号適用分

所得税怯第20臼条の日第3号適用分

老人 lその他 特別
占f 他 l 社会保険料の金額

σJ他L

{裏面の源皐徴収車の見方をよ〈布陣み〈世主L、}
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日
扶養親族(子以外)がいること なし 22，500円

500万超 2之500円
扶養親族である子がいること

3 離婚 500万以内 I30，000円

4 
総所得金額等が38万円以下の生計をーにする子γ1がいる

なし 22，500円-・，-

5 寡婦 | 扶養親族や生計をーにする子がいない

0IU 3 cCヨIま
扶養親族(子以外)がいること なし I 22，500円6 結 官11嘉;婦)

7 500万超 I 22，500円

死別
扶養親族である子がいること

8 Ic生死不明〕
500万以内 I30，000円

9 I 
総所得金額等が38万円以下の生計をーにする子制がいる

なし I 22，500円
こと

10 扶養親族や生計をーにする子がいない 500万以内 22，500円

離婚圃死別 総所得金額等が38万円以下の生計をーにする子栄1がいる
5OO万以肉 22，500円11 寡夫 I C生死不明) こと

※1子I士、他の者の控除対象毘偶者文Iま扶養親族とされていない者に限られる。



参考2

【改正前後の人的控除額の路較]

O 人的控除額 O 人的控除額

①控除対象配偶者 32.500円 ①控除対象配偶者 同左
老人控除対象配偶者 40，000円 老人控除対象配偶者 同左

② 控除対象挟餐親族 32，500円 ②控除対象扶養親族 同左
特定技養親族 52.500円 特定扶養親族 同左

一老A扶養親族 40，000円 老入扶養親族 同左
③ 障害者 22，500円 ③ 障害者 同左

特別障害者 35.000円 特別障害者 同左
同居特別障害者 62， 500円 同居特別障害者 同左

⑨ 主主揚倖1 22. 500円
(]) 

c.> 特別官官 30c∞D円



2. 障害年金給付事務に関する大切なお知らせ(その 9)

【年金給付部給付企画グループ・給付指導グループ】

O 【指示・依頼】

特別児童扶養手当の診断書添付による障害認定

(平成 24年8月24日給付指 2012-185)

これまで、 20歳前障害基礎年金の障害認定にあたっては、特別児童扶養手当の診

断書の添付を可能としてきたところです。この度、この診断書により障害認定を行う

ことができる取扱いが追加されたことをお知らせしたものです。
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文書区分

高言且 霊告 墨晶

平成24年B月24日

給付指 2012-185

特別児童扶養手当の診断書添付による障害認定(指示 E 依頼)

本部 ブロック本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
高

係部関 部管理 給部相 徴適部

年厚 年厚

国年 給年 記録 突合
適E 量適

収課徴
童

G G 

全 総務 厚年 G G G G 務総 厚年

。。 。 。

餓相セ

労士会社
‘ J 

? 

レ レ

E血二盤量

これまで、 20歳前障害基礎年金等の障害認定にあたっては、特別児童扶養手当(以下「特児」という。)

の診断書の添付を可能とする取扱いとしてきましたが、この度、特児の診断書により障害認定を行う己

とができる取扱いを追加することについて、厚生労働省年金局事業管理課長より通知されましたので、

取扱いの詳細についてお知らせします。

ポイン卜(肉容)

1 .追加された取扱い

特児の診断書により障害認定を行うことができる取扱いが追加となったのは、次の2つの場合です。

厚生労働省からの通知は別紙 1の通りです。

(1)老齢厚生年金の加給年金額の対象者である子の障害の状態の確認の場合

(2)遺族厚生年金の孫の障害の状態の確認の場合

2.診断書

障害認定では、年金の診断書(様式第 120 号の 1~様式第 120 号の 7) の提出を求めているところで

すが、 20歳前障害基礎年金等のこれまでの取扱いと同様に、上記1 の障害認定においても、特児の支

給対象者であり、当骸支給にかかる特児の直近の診断書を提出する場合は、診断書の作成日に関わらず、

受付・審査を行うこととし、必要に応じ現症の確認を行います。

3.実施年月日

平成 24年B月22日に受付した請求書等から実施することとします。

4冒その他

業務処理要領【マニュアル】年金給付は追って変更します。

特児の診断書により障害認定を行うことができる取扱いのQ&A  (jJIJ紙2)を作成しましたので、業

務の参考としてください。

|業務処理要領【マニュアル】年金給付(障害基礎年金請求書など)

i審査担当fIけ欄・ l 
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ワマ

日本年金機構事業管理部門担当理事殿

別紙1

年管管発 0822第 1号

平成 24年 8月 22日

1H稲荷
厚生労働省年金局事業管理課京 !tlU-哨

ιiy，、 ~.:i~!j~~j

障害の状態にある加給年金対象者である子等の障害状態を

確認する診断書の取扱いについて

障害基礎年金又は遺族基礎年金の加算対象者や老齢厚生年金の加給対象者で

ある子又は遺族厚生年金を受けることができる孫が国民年金法施行令別表に定

める障害の状態にあるときは、医師又は歯科医師の診断書の提出を求めている

ところであるが、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、昭和 40年 7月

10日付け庁保険発第 33号「障害福祉年金裁定請求書等の添付すべき福祉年金

診断書の添付の省略及び重度精神薄弱児扶養手当の額の調整に関する事務処理

についてJ及び昭和 61年 7月社会保険庁年金保険部発行「新年金制度の施行に

関する質疑応答集Jにより、障害年金の診断書の添付を省略し、特別児童扶養

手当の診断書により確認が可能としているが、今後は、老齢厚生年金の加給年

金額の対象者である子又は遺族厚生年金を受けることができる孫の障害の状態

を確認する際も障害基礎年金及び遺族基礎年金の取扱いと同様に診断書の省略

を可能としたので通知する。
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別紙2

特別児童扶養手当の診断書により障害認定を行うことができる取扱いのQ&A

Q1 特別児童扶養手当(以下「特児」という。)とはどのようなものですか。

A1 特児は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、精神又は身体に障

害を有する 20歳未満の障害児の父母または養育者に対し支給されます。特児

の障害等級は、国民年金法施行令別表(第4条の 6関係)と同様に定められて

います。特児は市区町村にて請求を受付・経由し、都道府県知事により認定さ

れます。特児の診断書は、年金の診断書(様式第 120号の 1-様式第 120号の

7を指す。以下同じ。)に近い形式で作成されています。特児の診断書は、自

治体のHPに掲載されています。

Q2  特児の診断書により障害認定を行うことができる取扱いが追加となったの

はなぜですか?

A2 これまで、初診日が 20歳未満であった方の障害基礎年金(以下 r20歳前障害

基礎年金」という。)における請求者本人の障害の状態の確認、障害基礎年金の

加算額対象者である子の障害の状態の確認(障害厚生年金の詰求時含む)及び遺

族基礎年金の子の障害の状態の確認(遺族厚生年金の請求時含む)において特児

の診断書により障害認定が可能(※)とされていましたが、受給権者の利便を図

る趣旨から、この他に、老齢厚生年金の加給年金額の対象者である子の障害の状

態の確認の場合、遺族厚生年金の孫の障害の状態の確認の場合も特児の診断書に

より障害認定を行うことができるようにしたものです。

※根拠通知等

① 昭和 40年7月 10日付け庁保険発第 33号「障害福祉年金裁定請求書等の

添付すべき福祉年金診断書の添付の省略及び重度精神薄弱児扶養手当の額

の調整に関する事務処理について」

② 昭和 61年7月社会保険庁年金保険部発行「新年金制度の施行に関する質

疑応答集J70ページ「特別児童扶養手当の支給対象となっていた者に係る

診断書の添付省略について」

③平成 15年3月国民年金基本通知集 1.425ページ「特別児童扶養手当の支

給対象となっていた者に係る診断書の添付省略について」

④ 業務処理要領 Iマニュアル1年金給付(1 -4 -15) 

1 
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別紙2

Q3 特児の診断書により障害認定を行うことができる取扱いにはどのようなも

のがありますか。

A3 今回追加された取扱いも含め、特児の診断書により障害認定を行うことがで

きる年金の種類と対象者及び対応する請求書等は次の通りです。

1 取扱い可能である年金の種類と対象者

年金田種類 従前田取扱い 追加された取級い

(1) (2) (3) (4) 

20歳前障害 障害基礎年 遺旗基礎年 老齢厚

基礎年金 金(障害厚 金(遺族厚 生年金

生年金の請 生年金の請

請求書>1.1主力日対者 求時台む) 求時吉む)

どの請求書が障害の状

/ / 本人 子
態にある時か。

どの加算輔対章者又は

ン加給年金額対象者が障 子 子 子

害白状態にある時か。

2 よ記 1.に対応する鯖求書等

(1) 20歳前障害基礎年金における請求者本人の障害の状態の確認

①様式第 107号 年金請求書(国民年金障害基礎年金)

( 5) 

遺族厚

生年金

11¥ 

V 

(2 )障害基礎年金の加算額対象者である子の障害の状態の確認(障害厚生年金

の鯖求時も含む※)

① 様式第 104号年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)

② 様式第 107号年金請求書(国民年金障害基礎年金)

③様式第 211号障害基礎・老齢厚生・退職共済年金受給権者胎児出生届

④様式第 214号障害基礎年金盲老齢厚生年金・退職共済年金加算額・加給

年金額対象者の障害該当届

⑤様式第 229-1号障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当眉

2 
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別紙2

(3 )遺族基礎年金の子の障害の状態の確認(遺族厚生年金の請求時も含む※)

①様式第 105号年金請求書(国民年金 E 厚生年金保険遺族給付)

②様式第 108号年金請求書(国民年金遺族基礎年金)

③様式第 215号国民年金厚生年金保険遺族基礎厚生年金額改定請求書

④様式第 216号遺族給付受給権者の障害該当眉

(4)老齢厚生年金の加給年金額の対象者である子の障害の状態の確認※

①様式第 101号年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)

②様式第211号障害基礎・老齢厚生・退職共済年金受給権者胎児出生届

③様式第 214号障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金加算額=加給

年金額対象者の障害該当眉

④様式第 229号老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当

届

(5)遺族厚生年金の孫の障害の状態の確認※

①様式第 105号 年金請求書(国民年金冒厚生年金保険遺族給付)

②様式第 216号遺族給付受給権者の障害該当届

※機構で取扱う旧三共済 (NT T . J T . J R)・農林共済の年金も含みます。

Q4 特児の診断書は、写しでよいのですか。

A4  特児の診断書は、写しで構いません。特児の診断書は、特児の請求等に伴い、

市区町村に対して提出されたものです。よって、年金の請求等に使うために提

出される特児の診断書は、写しで構いません。

Q5  特児の診断書の場合は、年金の診断書に比べて障害認定方法に変更はありま

すか。

A5  特児の診断書でも、年金の診断書と同棟に障害認定審査医員による審査等の

障害認定を行います。ただし、特児の診断書は診断書の作成日に関わらず、受

付・審査を行うことになっていますので、特児の診断書の内容から障害認定が

できないと判断する場合は、年金の診断書の提出を案肉します。

年金の診断書の場合と障害認定方法に変更ありません。

3 
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別紙2

Q6 特児の診断書の場合は、年金の診断書に比べて進達方法に変更はありますか。

A6 進達書類に添付する診断書が年金の診断書に代えて特児の診断書となるだ

けですので、年金の診断書の場合と進達方法に変更ありません。

Q7  今回の取扱いの追加は、厚生局や市区町村に対しても通知されますか。

A7 厚生局に対しては、年金局が同様の通知を行います。ただし、今回の取扱い

変更は、厚生年金保険に関する取扱い変更ですので、市区町村に対しての通知

はありません。

4 
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3. r市制施行Jr金融機関の合併.~舗名称変更等」について

【年金給付部給付企画グループ】

O 【情報提供】「埼玉県白岡市』の市制施行に伴う住所表示等の変更

(平成 24年 9月27日給付情 2012-134)

平成 24年 10月1日施行される「埼玉県白岡市」の市制施行について、お知らせし

たものです。

O 【情報提供】金融機関の合併及び庖舗名称変更

(平成 24年 8月30日給付情 2012-121)

十六銀行と岐阜銀行の合併(合併後:十六銀行)及び合併に伴う庖鋪名称、の変更

(平成 24年 10月 15日支払から変更)等について、お知らせしたものです。

O 【情報提供】金融機関の庖舗名称変更

(平成 24年9月3日給付情 2012-122)

金融機関の唐繍名称変更(平成 24年 10月15日支払から変更)について、お知らせ

したものです。

O 【情報提供】金融機関の庖舗名称変更

(平成 24年 10月3日 給付情 2012-143)

金融機関の庖舗名称変更(平成 24年 11月 15日支払から変更)について、お知らせ

したものです。
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文書区分

高言且 告霊 童E 

平成24年 9月 26日

給付情 2012-134

「埼玉県白岡市」の市制施行に伴う住所表示等の変更(情報提供)

本部 ブロッヲ本部 事務セン聖一 年金事務所

相談セ

富 厚年 厚年
年給 突合

適様同 適量
相望

社労士会 健E 会
宛先 関係部 理管部 適部徴 固年 記録

徴収課 E襲E ‘ J G G 
f担

全 総務 厚年 G G G G 総務 露年

O O O O O O O O O O O O O O O O O 

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、年金相談部、基幹システム開発部、業務管理部、

サービス推進部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部、記録管理部、業務渉外部

旦血ニ盤量

平成24年 10月1日施行される「埼玉県白岡市』の市制施行について情報提供します。

ポイント(内容)

1 . 埼玉県南埼玉郡白岡町が、「白岡市」となることに伴い、各ファイルの住所表示の一括変更処理を

行います。

2冒年金支払いにかかる年金振込通知書等の住所出力

平成24年 10月定期支払いにかかる年金振込通知書、支給額変更通知書等の各種通知書は、旧白

岡町の住所にて送付されます。

3. オンラインシステムにおける新しい住所表示時期

①年金受給権者 平成24年 10月24日(水)より

②国民年金被保険者平成24年 10月1日(月)より

③厚生年金保険被保険者、船員保険被保険者 平成24年 10月1日(月)より

※その他、詳細は、買IJ紙 1を参照願います。

票1I金制也付企画G

事
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[別紙1]

平成 24年 9月 26日

給付企画 G

『埼玉県白岡市』の市制施行に伴う住所表示等の変更について

平成 24年 10月 1日に施行される「白岡市j の市制施行については、各フ

ァイルの住所表示を一括変更処理します。

1.市制施行する地域及び新市名称

• (1)埼玉県

南埼玉郡白岡町が市制に移行し、 「白岡市Jとなります。

2. 市区町村(住所)コードテーブノレの修正内容

(1)市区町村コードテーブル(高井戸)

市区町村名 市区町村コード

[白岡市】
国年 厚年 船保

現行 ミナミサイタマグンシラオカマチ 11600445 11080445 11810445 
新 シ7オカシ 11600246 11080246 11810246 

( 2)住所コードテーブル(三鷹)

市区町村名
市区町村コード

[白岡市]

現行 ミナミサイタマグンシヲオカマチ 11445 
新 シラオカシ 11246 

。。ヲ'



3目修正時期

(1)平成24年 10月1日施行分

裁定処理・・・・・・・・・・・平成24年 10月 11日裁定日分より稼動

(平成 24年 10月1日入力処理分より)

支払処理・・・・・・・・・・・ (新裁分)

平成24年 11月随時支払分より稼動

(諸変更分)

平成24年 11月随時支払分より稼動

諸変更処理・・・・・・・・・平成 24年 10月1日入力分より稼動

適用・徴収処理・・・・・平成24年 10月1日より稼動

債権処理・・・…・・・・・・平成 24年 10月調定分より稼動

4目年金給付システムにかかる修正

(1)受給権者原簿について
受給権者原簿は、市区町村コード、郵便番号、原簿住所をもとに 11

月随時支払処理に向けて住所一括変更処理を行います。

※平成 24年 10月24日(水)から受給権者原簿への変更内容を

照写します。

※住所一括変更処理がされるまでの各種通知書の住所表示は、旧住

所となります。

( 2)債権管理簿について
平成 24年 10月調定分及び 10月1日発送の督促状から新住所とす

るために、郵便番号をもとに住所変更の対象者を抽出し、機構本部にて

補正リストを作成の上、対応します。

5.記録管理システムにかかる処理

(1)国民年金被保険者ファイルについて
平成 24年 10月1日施行分については、平成 24年 10月1日より、

入力及び照写を可能とします。
旧住所で入力されているものについても市区町村コ}ド等をもとに一

括変更し、平成24年 10月22日(月)より、新住所で照写します。
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( 2)厚生年金保険被保険者ファイル、船員保険被保険者ファイルについて

市区町村コードテーブルを修正し、平成24年 10月 1日施行分につ

いては、平成 24年 10月 1日より、入力及び照写を可能とします。

113住所で入力されているものについても市区町村コード等をもとに一

括変更し、平成24年 10月 1日施行分については、平成 24年 10月
9日(火)より新住所で照写します。

( 3) 基礎年金番号管理ファイルについて

加入制度または受給権者原簿のスケジューノレに沿って変更し、また、

制度未加入者については、平成24年 10月1日施行分については、平

成 24年 10月9日 ωく)より新住所で照写します。

(4)共済組合員情報ファイルについて

各共済組合から定期に回付される異動データに基づき変更します。

6.郵便番号辞書ファイル・住所辞書ファイルについて

平成24年 10月1日施行分については、平成 24年 10月I日より

入力及び照写を可能とします。

良一
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文書区分

百産高重 霊要盲 童国

平成 24年8月30日

給付情 2012-121

金融機関の合併及び眉舗名称変更(情報提供)

本部 ブロック本部 事務セン$1ー 年金事務所

先宛
富

係部関 書語徴適部

厚年 厚年
年国 給年 録記 合突

適E 
暴露年適 収課徴 課年国 書霊相G G 

全 総懇 厚年 G G G G 総巷

相談セ

社会労士 健語会
世ム'

O O O O O O O O O O O O O O O O O 

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

旦且こ盤量
金融機関の合併及び盾舗名称変更についてご連絡します。

ポイント(肉容)

1 平成24年 10月15日支払からの変更となります。

2 以下の項目については、それぞれの別紙を参照願います。

0合併による変更肉容、「受給権者原簿」の一括変更処理、平成24年 10月定期支払向けの通知書等

について 【別紙1】

O金融機関の名称変更等にかかる業務スケジュール:【別紙2】

0合併日以降の庖舗名称、庖舗コード:【別紙3】

76 -

票55金韓併秀空!?包F

寺白色



[別紙11

平成24年8月30日

給付企画 G

金融機関の合併について

平成24年9月 18日付で、 「十六銀行」、 「岐車銀行」が合併し、 「十六

銀行」となります。

1 合併による変更内容

(1) 金融機関名称及び金融機関コード

変更前 変更後

ァーブ、ノレ 11 -0153 I γュ抑 11 -0153 |γュ州

金融機関名称 十六銀行

7一ブル 11 -0541 I杓
十六銀行

(平成 24年 9月 18日付)
金融機関名称 岐阜銀行

( 2)オンライン処理の変更時期

1)裁定処理 平成 24年 9月 18日入力分から

(平成 24年 9月 27日裁定分から)

2)支払処理 ①裁定処理目平成 24年 11月随時支払分から

②諸変更処理:平成 24年 10月定期支払分から l

3)諸変更処理 平成 24年 9月 18日入力分から

2 r受給権者原簿j の一括変更処理

①庖舗コードが確認されている者(庖舗コード r000 J以外の者)は、

平成 24年 11月随時支払分から金融機関コード、府舗コードを変更する。

※平成24年 10月定期支払分については、藍金融機関及び畳居舗へ支払

われます。

②庖舗コードが確認されていない者(庖舗コード r000 Jの者)は、

平成24年 10月定期支払分から金融機関コード、庖舗コードを変更する。
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3 平成 24年10月定期支払向けの通知書等について

①受給権者原簿において、庖舗コードが確認されている者(J吉舗コード ro
00 J以外の者)は、 ( I日金融機関+旧j苫舗名]で印字されるが、 11月

随時支払向けの通知書等から I盤金融機関+畳居舗名]で印字される。

②受給権者原簿において、庖舗コードが確認されていない者(庖舗コード ro
00 Jの者)は、 10月定期支払向けの通知書等から I益金融機関+誼厄

舗名]で印字される。

4 一括変更処理後の受給権者原簿への照写

①平成24年 10月定期支払分において、一括変更となる者は、

平成 24年9月 21日(金)から確認することができます。

②平成 24年 11月定期支払分において、一括変更となる者は、

平成 24年 10月25日(木)から確認することができます。
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捌 紙21
金融機関の名称変更等にかかる業務スケジュール

平成24年9月 平成24年 10月 平成24年 11月

新規裁定入力開始日

新規裁定原簿の

画面照写開始日

支払日

諸変更入力開始日

(諸変更取消

締切日)

1. 平成 24年9月 18日からのオンライン裁定入力及び諸変更入力について、

譲渡金融機関の金融機関コード(岐阜銀行 :0541)は入力できなくなり

ます。

つきましては、譲受金融機関の金融機関コード(十六銀行 :0153)及

び底舗名を入力願います。

なお、 【!吉舗名称等新旧対照表1(別紙3) ※を掲載しましたので、入力

処理のご参考としてください。

※十六銀行にて新設される唐錦名及び十六銀行の庖舗名が変更となるものは、

朱書きとしています。

2. 既裁定原簿における平成24年 10月定期支払向けの諸変更入力の日数が

短くなっていますので(平成24年 9月 18日から 9月 19日まで)、ご留意

願います。
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【庖舗名称等新旧対照表】 [別紙3]

【[6) (新}

者(;1字)

|岐阜銀行刷 |十六銀行制 1凹 ホ:;7ン

101 ヤンミンフレアイhイカン

102 

100 

105 帥.ミ

[0' |北長良 キH.'う

057 |骨l武 Jリ9タ 107 |則武 Jリ9ヤ

10' 三回洞 ミタネラ

1川07ぉ 扇忠野節編出目曲暗断所
|卯J 1[[ 鳳野 |同J

113 忠節 Fユウ也ツ

114 高見 |拍S

0'[ |円サ 115 島 |同

05渇 長良 |柑ラ

3212216 0 3 
正長良木

|柑う

|マザキ

岐阜中央

126 酉野町 |二シ月子

129 lキヲタイ力量守工
131 |今沢町 イマザワ子ヨウ

002 |梓図町 1.'ゲマチ 141 |初ケ頑 |ヤ刊・セ

029 |カナy・Jf3ウ 143 |梅林 |ハ.イや

Hif |長
イヲ手

1Iイシキ

146 |日野 Itl 

045 |オオ本ラ 150 1*亘 Inlミ

153 |真砂町 |マサコHウ

039 ホンショウ 164 |本荘 本沖ヨゥ

156 キフヱキマエ

156 |飯島 ヵヵ・シマ

160 |市揚 イ手ハシ

1凹 本J干ン 161 |六条 ロ;νヨウ

162 |釘 ウスラ

163 |県庁 令ン予ヨウ

164 ヲM守予

068 l械東 ショウ帥 166 |あかなペ 17カナA

171 加納 カJウ

173 セイホン守子

176 凶同Jウ

072 |岐南 .Hン 161 ;般商 ギナン

188 |東各務原

190 tサ.~

00' |各務原 hhミカハラ 191 |各務原 柚油ハラ

070 l高. タカトミ 193 |高富 タカトミ

195 葺原 ツハヲ

..， 
鵠抱割，目出出現張所所

ウZマ 19' 局沼 ウ実守

05' ホッミ 197 北田崎 宅タホツ'ミ

196 種積 ホツミ

200 S是正 シンセイ

201 北方 キIh"I

203 大野 fオJ

204 ソフトピア〉

205 シモZト

028 憶喪 1< 206 情斐川 {t"bヮ

207 地図 イ守，

20' 神戸 ヨウ卜

210 大塩南 オオカキミナミ

211 赤額 7カザカ

212 大塩北 オ才hキキ，

214 大垣西 寸オカーキニシ

215 大垣東 1シ

0叫 大垣 オ止力キ 216 大橿 方オ角キ

21. 安八 11;11¥"'予
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(悶) {新}

岐阜銀行田41 1+六銀行 0153封書 |拍λ

222 |垂井 I;M 

1|1222235600 闘養2健闘ケ老胃世

|セキカハラ

阻うロウ

|同IνH

回5|関 セキ 251 1闘 1" 

"'1里塑 !ニシセキ

253 |美童

256 |八傾 |岬マン

281 |自島 |河川

016 美，.加盟 Vflを 271 |聖草加盟 ， |ミJh吾

066 広且 ヒロミ 273 |可児

274 |酉可児 |ニ同二

276 |御棒 |ミ帥

046 カニ 260 |今湾 イマワ判

281 !八百埠 |ヤオツ

283 |吉井 |ョピ

003 多治見 タグミ 303 |多治見 |仲苫

074 306 |酉多治見 ニシタグミ

031 土岐 |同 311 土蚊 トキ

313 妻木下石 坦f型シ

316 |駄知 |タテ

027 斑浪 |ミλサミ 321 |瑞恵 ミスすミ

325 l明知
7'" 

333 砦村 イヲムラ

033 |患部 |叶 336 恵那 Zす

010 |中望書川 [ナカヲカワ 341 沖埠川 ナカッカ'ヮ

345 l南中lo!J11

013 1下呂 w， 353 下昌 ゲロ

356 益回 マシ9
363 高山駅前

加6|高山 |抽刊 366 1高山 'カヤマ

366 1西高山 ニシ，カヤマ

371 1盲川 ヨルhヲ

460 北羽島 キ ~1\~1

024 |羽島 !ハシマ 461 羽島 f¥!t1 

052 |柳津 |甘イゲ 463 笠松 カザマツ

465 柳言者 ヤナイッ・

467 

501 木曽川 キ，h・ワ

502 川島 hヮシマ

012 |ー宮 |イ刊ミヤ 503 一宮 イテJミヤ

604 一宮東

65005 6 ー居宮間南
ビサイ

507 翻訳 イすサ.ワ

55008 8 
東福沢

腸川 カ子カワ

511 京高 同カイ

612 調戸 セト

剖告
hニz

062 岩曾 1 mラ イヲクう

041 小銃 l'時 516 l)ltfc コマ;.

044 師勝 |シカッ 517 師勝 シカヲ

518 春日井 hスカイ

059 |怯桑 17沖 5¥9 t女暴 フソウ

520 江南 コウナy

521 犬山 イヌヤマ

545 1尾彊旭 オワ')Yザヒ

054 治訓 |相λ 549 清州 キヨλ

550 美和 ミヲ

551 中村 ナヵιぅ
553 ナョャzキマヱ
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(1日) {新)

金闘機関名/コド 直前=1-1'旧唐舗(自民字〉 悶庫誼(カナ) 金融揖園名/コド .舗2 ド新庖誼{漬字) 務腐舗(カナ}

候阜銀行田41 十六担行 01日 556 名古屋嘗集部 ナコヤ

。咽8 名古屋 すコ.ヤ 557 大須 オオλ

050 平岡 ヒラタ 558 '1、図弁 オタイ

0<0 繍賓1 。λIHヨウ 559 楠町 タλIHヨウ

56' 守山 壬~~守

561 大信銀 オオ，..

030 池下 イ守シ' 562 池下 イヤシ，

563 今池 イマイヤ

564 名東 Jイトウ

051 名東 メイトウ '" 本郷 ネンコウ

56. 梅山 'クラヤマ

05' 天白 テンバク 567 天白 予ン1¥"'ク

558 緑 ミトリ

589 星が丘 ホシカ苛カ

571 熱図 7ツ9

035 中川 ナ..ワ 572 中川 ナカ泊ワ

573 肉図繍 ウ手9ハシ

575 六番町 ロクハン予ヨウ

578 港 ミずト

560 皇国 f3' 

581 .1谷 かJャ
017 岡崎 オカ秒キ 583 岡崎 オカサキ

568 碧南 ヘキナン

587 半図 ハン'

588 赤池 7カイケ

590 豊橋 トヨハシ

020 桑名 タワナ 501 桑名 タヲナ

801 大阪 オオザh

047 東京 トウキヨう 901 東京 卜ウキヨウ
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文書区分

言b高t 霊t田t 童，0>0 

本部 ブロツウ本部

宛先 係部関 部理管 適部徴

厚年

G 

全 総哲

O O O O O 

本部関係部

金融機関の庖舗名称変更(情報提供)

事務セン世ー 年金事務所

厚年

固年 給年 記録 突dロh 

適員量適
収課徴 国年課 書

G 

厚年 G G G G 義 厚年

O O O O O O O O O O O 

題

量供 」告ノ

O 

平成 24年9月3日

給付情 2012【 122

社労士会 健E 会 富

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

旦血ニ盤量

金融機関の庖舗名称変更についてご連絡します。

ポイント(内容)

1 平成24年10月15日支払からの変更となります。

2目 変更となる金融機関・庖舗名につきましては、見IJ紙1を参照願います。

※十六銀行と岐車銀行の合併(平成24年9月18日付)につきましては、【給付情2012-121】金融

機関の合併及び庖舗名称変更(情報提供)を参照願います。
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銀行・信金 [別紙11

金融機関名コード 旧居舗名称(庖舗コード) 新宿舗名称(居舗コード) 実施時期(年月日)

0146 ヤマノウエマチ カナザワジヨウホウ 平成24年8月20日
北圃銀行 山ノ上町 金沢城北

2243 シキネジマ ーイジマ 平成24年10月5日
七島信用組合 式担島出張所 新島

2211 エドガワ ホンァン 平成24年10月5日
文化産業信用組合 江戸川 本庖

2211 ブンキヨウ ホンァン 平成24年10月5日
文化産業信用組合 文京 本陪

1030 オオドオリ ホンテン 平成24年9月21日

北見信用金庫 大通 本信

0177 ナガオ ササオ力 平成24年8月27日
福岡銀行 長尾 笹丘

1336 エイフウチョウ ミナミナカノ 平成田年10月15日
西京信用金庫 永福町 南中野

1286 ツJレマ ミナミリンカン 平成24年10月s日
平塚信用金庫 鶴岡 南林間

1266 ヒバリガオカ ミナミリンカン 平成24年10月9日
平塚信用金庫 ひばりが丘 南林間

2703 空カチホ 平成24年9月24日
山口県信用組合 高千帆

2148 
オ太オ田聖宝ホ泉ウセン

平成24年9月22日
東群馬信用組合

2096 アイヅホンゴウ アイヅ型力うf 平成24年目月 18日
会津商工信用組合 会浮本郷 会津高田

2820 聖子ガミコウエン キパテ 平成24年9月28日
長崎=菱信用組合 立神公園出張所 木鉢

2820 シンうfイヲマチ ハマノマチ 平成24年9J'l28日
長崎=菱信用組合 新大工町出強所 浜町

2616 チウサ ヤマサキ 平成24年10月5日
演陽信用組合 千種 山崎

1781 シンシモノセキ イチノミヤ 平成24年9月10日
酉中国信用金庫 新下関 一の宮

1781 オトヨシ マスダ 平成24年9月10日
酉中国信用金庫 おとよし 益田

0149 イオンシミズテン オイワケ 平成24年9月3日
静岡銀行 イオン清水届出張所 追分

1803 I~Tパナ ミノパヤシ 平成24年9J'l24日
間南信用金庫 見能林

0179 イオンヤマト ヒョウゴ 平成24年9月6日
佐賀銀行 イオン大和出張所 兵庫

0544 オオエ オオエ 平成24年9月5日
中京銀行 大江出張所 大江

0544 ナルコ ナルコ 平成24年9月3日
中京銀行 唱子出強所 鳴干

農協等

旧農協名 旧庖舗名称 新農協名 新庖舗名称 実施時期(年月日)

3001 ホツカイドウシンレンイワミザワ 3001 ホンシヨ 平成24年9月21日

北海道信連 岩見沢 北海道信連 本所

3010 サワイセサキウヰメ 4652 サカイ 平成24年自月B日
佐渡伊勢崎農協 うねめ 佐渡伊勢崎農協 さかい

3010 サワイセサキゴウシ
465波2伊勢崎

サカイ 平成24年9月8日
佐渡伊勢崎農協 ごうし 佐 農協 さかい

3010 サワイセサキシマムフ 4652 サカイ 平成24年9月8日
佐渡伊勢埼農協 しまむら 佐渡伊勢崎農協 さかい

3010 ニツ担ミドリーツ告 4664 イウシナ 平成24年9月22日
新田みどり農協 新田 新田みどり農協 生品

3032 オキドウぜンウラゴウ 7693 ホンシヨ 平成24年9月21日

隠眼どうぜん庫協 浦郷 隠蔽どうぜん農協 本所

3037 カガワケンホンマチ
香83川32県庫協

シロトリ 平成24年9月21日|
香川県農協 本町 自高

3013 トウキヨウEライヒガシムラヤマエキ守Z 5077 ヒガシムフヤマーシ 平成24年6月23日 l

車京みらい農協 東村山駅前 東京みらい農協 東村山西
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文書区分

i署霊

平成24年 10月3日

給 付 情 2012-143

金融機関の庖舗名称変更等(情報提供)

本部 ブロッヲ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
島

部関係 部理管 語祖 適徴部

厚年 厚年

国年 年給 録記 突合
適量 適E 

徴収謀 書塁
G G 

全 総務 露年 G G G G 総務 露年

相韻セ
会社労士 機種

:" 
? 

O O O O O O O O O O O O O O O O ー〆

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

1EZE32-更等lこっしーす

ポイント(内容)

1 . 平成24年11月15日支払からの変更となります。

2 変更となる金融機関 E 庖舗名につきましては、別紙1を参照願います。
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銀行・信金 【別紙1]

金融機関名コード 旧庖舗名称 新庖舗名称 実施時期(年月日ト異動事由

1702 イヤ ヒガシイズモ 平成24年9月18日

米干信用金庫 揖屋 東出雲

2004 ケイヒンジマ オオモリ 平成24年8月27日

商工組合中央金庫 京浜島出張所 大森

2004 ウラヤス オシアゲ 平成24年8月27日

商工組合中央金庫 浦安出張所 押上

2004 フヲオカリュウツウセン告ー フウオカ 平成24年8月27日

商工組合中央金庫 福岡流通セン生一出強所 福岡

2125 イオノ ヴロゲハフ 平成24年11月9日

那須信用組合 伊王野出張所 黒田原

2125 カ告オカ ヤイ者 平成24年11月9日

那須信用組合 片岡出張所 矢桓

2125 オガワ パトウ 平成田年11月9日

那須信用組合 小川出張所 馬頭

2125 クロイソミナミ ウロイソ 平成24年11月8日

那須信用組合 黒磯南出張所 黒磯

1920 オンガガワ オンガ 平成24年10月29日

遠賀信用金庫 遠賀川 遠賀

2014 ミヤギ トウホウ 平成24年10月29日

ウリ信用組合 宮械 東北

2014 アオモリ アオモリ 平成24年10月29日

ウリ信用組合 青森 青轟出張所

2014 アキ告 7キ告 平成24年10月29日

ウリ信用組合 秋田 秋田出張所

2014 イワテ イワT 平成田年10月29日

ウリ信用組合 岩手 岩手出張所

1530 イワムヲ エナ 平成24年10月19日

岐車信用金庫 岩村出張所 恵那

1530 フウオカ ナカツガワ 平成24年10月19日

岐車信用金庫 福岡出張所 中津川

0001 ホンテン トウキヨウ 平成24年10月21日

みずほ銀行 本庖 東京営業部

0161 オオサカウメダ ホンTン 平成24年10月9日

池田泉州銀行 大阪梅田営業部 本庖営業部

0009 チヨザ ジンポウチョウ 平成24年10月15日

=井住友銀行 千代田営業部 神保町

1024 シベツ シベツチユウオウ 平成24年11月12日

北星信用金庫 士別 士別中央営業部

1880 スヲモニシ スヲモ 平成24年10月羽田

幡多信用金庫 宿毛西 宿毛

0141 トノマチ ホン子ン 平成24年9月18日

北越銀行 殿町 本庖営業部

0168 マJレガメミナミ マJレガメ 平成24年8月25日

中国銀行 丸亀南 丸亀

1440 フヲミツ フウミツ 平成24年10月9日

金沢信用金庫 福光 富山銀行福光 (庖舗の一部事業譲遮)

1440 フ福ウ光ミ中ツ央子ユウオウ フヴミツテユウオウ
(届平舗成の2一4年部1事0月業9醸日潰)

金沢信用金庫 富山銀行福光中央

1440 トナミ トナミチューリップ 平成24年10月9日

金沢信用金庫 砺波 富山銀行砺波チューリップ (居舗の一部事業譲渡)

0158 アマガサキキ聖 平成24年9月18日

京都銀行 尼崎北 新設

1001 サッポロエキキ告ゲチ 平成24年9月19日

札幌信用金庫 札幌駅北口 新設

2095 ソウマーシ 平成24年10月1目

相鼠信用組合 相馬酉 新設

2075 子ガ; 平成24年10月1日

秋田県信用組合 手形 新設

0167 ハンシンキー 平成24年10月1日

山陰合同銀行 阪神北 新設
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農協等

旧農協名 旧陪舗名称 新車協名 新庖舗名称 実施時期(年月日)

3005 アキタシンセイイシザワ 3825 コヨシオトモ 平成24年10!l27日

鞍旦しんせい農協 E沢 軟回しんせ巳農協 子吉小左

3005 アキタシンセイウテツ 3825 ホンジヨウ 平成24年10月27日

秋田しんせい農協 向越 秋田しんせい農協 本荘

3005 アキ世シンセイカミゴウ 3825 キサカタ 平成24年10月27日

秋田しんせい農協 上郷 秋田しんせい農協 豊満

3005 コマテユザワキタ 3913 テユウオウソウゴウ 平成24年10月27日

こまち農協 車沢北 こまち農協 中央総合

3005 コマテユザワテユウオウ 3913 ユザワ 平成24年10月27日

こまち農協 揖沢中央 こまち車協 揖;買

3005 ヨマテイナカワ 3913 トウブソウゴウ 平成24年10月27日

こまち農協 稲川 こまち畠協 車部総合

3005 コマテオガチ 3913 ナンブソウゴウ 平成24年10月27日

こまち農協 雄勝 こまち農協 南部総合

3005 コマチニシモナイ 3913 
セ西イ部ブ総ソ合ウゴウ

平成24年10且27日

こまち車協 西高音肉 こまち農協

3002 アオモリケンシンレン 3000 アオモリ 平成24年10月9日

青森県信連 本所 量休中央金庫 青森
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